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メ
リ
カ

デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
破
綻
は
ミ

シ
ガ
ン
州
政
府
の
助
成
金
カ

ッ
ト
が
主
因
―
元
ミ
シ
ガ
ン

州
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ
会
長

　

七
月
一
八
日
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
は

連
邦
破
産
法
第
九
条
の
適
用
を
申
請

し
た
。
年
間
一
億
二
〇
〇
〇
万
㌦
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
不
足
と
三
億

八
六
〇
〇
万
㌦
に
の
ぼ
る
財
政
赤
字

の
解
消
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
が
原

因
と
さ
れ
る
。

　

元
ミ
シ
ガ
ン
州
Ａ
Ｆ
Ｌ
・
Ｃ
Ｉ
Ｏ

会
長
で
現
ミ
シ
ガ
ン
州
立
ウ
ェ
イ

ン
・
ス
テ
ー
ト
大
学
講
師
の
マ
ー
ク
・

ガ
フ
ニ
ー
氏
に
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、
六
年
前
に

行
わ
れ
た
ミ
シ
ガ
ン
州
政
府
の
市
へ

の
助
成
金
カ
ッ
ト
が
大
き
な
原
因
だ

と
指
摘
し
た
。

　

今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
市

の
財
政
危
機

　

ガ
フ
ニ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、
ミ
シ
ガ

ン
州
が
デ
ト
ロ
イ
ト
市
に
助
成
し
て

い
た
の
は
、
年
額
約
二
億
五
〇
〇
〇

万
ド
ル
だ
っ
た
。
こ
の
金
額
は
現
在

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
不
足
を
解

消
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
も

デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
財
政
を
支
え
て
い

た
の
は
ミ
シ
ガ
ン
州
の
助
成
金
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
自
動
車

産
業
の
衰
退
が
デ
ト
ロ
イ
ト
市
財
政

の
逼
迫
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
大
方

の
論
調
と
は
異
な
る
。

　

そ
も
そ
も
デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
財
政

危
機
は
最
近
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
凋
落
は
米
国
最

大
の
黒
人
暴
動
が
始
ま
っ
た
一
九
六

七
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
れ
以
降
、

自
動
車
組
立
工
場
は
市
内
を
去
っ
た
。

最
盛
期
は
二
〇
〇
万
人
に
迫
っ
た
人

口
も
七
〇
万
人
ほ
ど
に
減
少
し
た
。

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
以
上
の
収
入
が
あ
る

人
達
が
大
デ
ト
ロ
イ
ト
圏
と
呼
ば
れ

る
郊
外
へ
と
流
出
し
た
か
ら
だ
。
市

内
に
残
っ
た
多
く
は
貧
困
層
で
あ
る
。

ミ
シ
ガ
ン
州
の
世
帯
年
収
中
央
値
が

四
万
八
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
る
の
に

対
し
て
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
で
は
二
万

八
〇
〇
〇
ド
ル
弱
と
、
お
よ
そ
半
分

程
度
で
し
か
な
い
。
貧
困
ラ
イ
ン
以

下
の
人
口
比
率
は
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の

一
五
・
七
％
に
対
し
て
、
デ
ト
ロ
イ

ト
市
は
三
六
・
二
％
に
の
ぼ
る
。
そ

の
大
半
は
社
会
福
祉
制
度
の
援
助
を

受
け
て
暮
ら
し
て
い
る
。

　

黒
人
暴
動
が
起
き
た
背
景
に
は
、

自
動
車
工
場
の
人
種
分
断
策
や
深
刻

な
黒
人
差
別
な
ど
が
あ
っ
た
。
自
動

車
工
場
は
労
働
組
合
を
弾
圧
す
る
た

め
に
黒
人
労
働
者
を
活
用
し
た
。
彼

ら
に
労
組
の
活
動
を
報
告
さ
せ
た
り
、

労
働
条
件
を
労
働
組
合
員
よ
り
も
良

く
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
組
合
員
の

憎
悪
の
目
を
黒
人
労
働
者
に
向
け
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

　

黒
人
差
別
の
象
徴
と
し
て
は
、
居

住
す
る
地
域
を
南
北
に
分
断
し
た
道

路
８
（
エ
イ
ト
）
マ
イ
ル
が
あ
る
。

こ
こ
を
隔
て
て
内
側
が
電
気
、
水
道
、

ガ
ス
の
設
備
が
整
う
都
市
で
あ
る
。

し
か
し
、
貧
困
層
の
大
半
を
占
め
る

黒
人
は
８
マ
イ
ル
の
内
側
で
土
地
を

購
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
外
側
に
自
前
で
家
を

立
て
て
住
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
が
複
合
的
に
人
種
的
な
対

立
を
激
し
く
さ
せ
た
。
つ
い
に
、
一

九
六
七
年
七
月
、
警
官
が
黒
人
少
年

に
暴
力
を
振
る
っ
た
こ
と
に
抗
議
す

る
人
と
警
官
隊
が
衝
突
し
、
暴
動
が

始
ま
っ
た
。
大
統
領
が
派
遣
し
た
州

兵
に
よ
っ
て
、
暴
動
は
よ
う
や
く
鎮

圧
さ
れ
た
が
、
市
内
中
心
部
の
商
店

や
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
の
多
く
が
破
壊
さ

れ
て
廃
墟
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
降
は
、
８
マ
イ
ル
の
内
側

が
黒
人
、
外
側
が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
以

上
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
状

況
が
反
転
し
た
。
内
側
に
暮
ら
す
人

の
大
半
は
貧
困
層
で
あ
る
。
現
在
も

そ
の
状
況
は
ほ
と
ん
ど
改
善
さ
れ
て

い
な
い
。

　

二
〇
〇
五
年
に
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ

中
心
部
を
ハ
リ
ケ
ー
ン
が
襲
っ
た
際

に
、
市
内
か
ら
脱
出
す
る
術
を
も
た

な
い
貧
困
層
が
大
き
な
被
害
を
受
け

た
。
そ
の
時
に
貧
困
状
態
の
黒
人
が

人
口
の
お
よ
そ
六
割
を
占
め
、
他
の

地
域
よ
り
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た

が
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
は
八
割
と
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
高
い
。

市
の
負
債
削
減
努
力

　

デ
ト
ロ
イ
ト
市
は
、
二
〇
〇
五
年

に
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル

の
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ゲ
ー
ム
、
翌
年
の

二
〇
〇
六
年
に
は
ア
メ
リ
カ
ン
・

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
優
勝
決
定
戦
ス
ー

パ
ー
ボ
ー
ル
と
野
球
の
優
勝
決
定
戦

ワ
ー
ル
ド
シ
リ
ー
ズ
の
舞
台
に
な
っ

た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
野

球
場
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ッ
ト
ボ
ー

ル
の
ス
タ
ジ
ア
ム
周
辺
の
宿
泊
施
設

や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
、

住
宅
が
新
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
動
き
は
一
部
分
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
市
の
大
半
は
一
九
六

〇
年
代
の
荒
廃
か
ら
手
付
か
ず
の
ま

ま
で
あ
る
。

　

デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
財
政
危
機
は
、

二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ

ク
以
降
の
経
済
不
況
や
一
時
期
は
不

振
に
落
ち
込
ん
だ
自
動
車
産
業
と
無

関
係
に
、
こ
れ
ま
で
も
長
期
間
に
わ

た
っ
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市

は
継
続
的
に
負
債
削
減
の
た
め
の
施

策
を
行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
多
く
は

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
と
い
う
か
た

ち
を
と
っ
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
〇
四
年
開
園
の

水
族
館
と
植
物
園
は
二
〇
〇
五
年
に
、

一
八
八
三
年
開
園
の
動
物
園
は
二
〇

〇
六
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
財
政
不
足
か

ら
閉
園
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、

動
物
園
は
市
外
の
中
間
層
以
上
の
利

用
者
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
の

決
定
が
覆
さ
れ
て
、
民
間
か
ら
の
寄

付
金
と
州
政
府
の
助
成
金
を
基
に
、

運
営
が
継
続
さ
れ
た
。
そ
れ
以
外
に

も
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
本
数
を
削
減

し
た
り
、
ご
み
収
集
の
回
数
を
減
ら

し
た
り
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
の
従
業
員

の
賃
金
も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
市
に
比
べ
て

マ
イ
ア
ミ
市
の
警
察
官
の
賃
金
が
は

る
か
に
高
い
た
め
に
、
人
材
が
流
出

す
る
と
い
う
話
が
地
元
紙
の
ニ
ュ
ー

ス
に
な
っ
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。

　

多
く
の
地
域
で
、
打
ち
捨
て
ら
れ

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
施
設
が
あ
る
。

歴
史
的
に
価
値
が
高
い
建
造
物
を
改

修
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
費
用
が
膨
大
と

な
る
た
め
、
計
画
が
あ
が
る
た
び
に

頓
挫
し
て
い
る
。

　

問
題
は
人
口
や
自
動
車
工
場
の
流

出
だ
け
で
は
な
い
。
貧
困
層
が
多
い

た
め
、
住
民
の
購
買
力
が
低
い
。
そ

海
外
労
働
事
情
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の
た
め
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な

ど
の
商
業
施
設
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し

て
お
ら
ず
、
雇
用
先
も
限
ら
れ
る
。

失
業
率
も
、
二
〇
一
三
年
六
月
で
一

八
・
六
％
と
州
平
均
の
倍
近
い
。

　

人
口
は
、
最
盛
期
の
一
九
五
〇
年

代
と
比
べ
て
約
六
割
減
と
な
っ
た
。

と
く
に
近
年
の
減
少
幅
が
大
き
く
、

二
〇
〇
〇
年
代
だ
け
で
三
〇
％
近
く

も
減
少
し
た
。

　

大
デ
ト
ロ
イ
ト
圏
の
人
口
は
五
〇

〇
万
人
を
超
え
、
全
米
で
も
っ
と
も

富
裕
層
が
住
む
地
域
も
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
お
よ
そ
六
〇
年
に
わ
た
っ

て
市
の
中
心
部
の
状
況
は
放
置
さ
れ

て
き
た
。
周
辺
の
市
や
郡
を
含
ん
だ

大
デ
ト
ロ
イ
ト
圏
が
か
つ
て
の
デ
ト

ロ
イ
ト
市
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、

ミ
シ
ガ
ン
州
政
府
が
助
成
金
を
投
入

し
て
デ
ト
ロ
イ
ト
市
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
維
持
の
た
め
に
職
員
を
雇
用
し
て

き
た
こ
と
に
違
和
感
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
州
政
府
の
直
轄

と
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
退
職
金
会
計
と
単
年
度
支
出
の
ず
れ

　
「
負
債
額
の
取
り
上
げ
方
に
も
問

題
が
あ
る
」
と
ガ
フ
ニ
ー
氏
は
い
う
。

一
八
〇
億
ド
ル
に
の
ぼ
る
と
報
道
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
デ
ト
ロ
イ
ト
市
の

負
債
だ
が
、
単
年
度
で
み
れ
ば
そ
の

額
は
ず
っ
と
小
さ
く
、
四
億
ド
ル
未

満
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
株
式
会
社

と
同
じ
会
計
基
準
に
よ
る
負
債
額
の

算
出
方
法
が
影
響
し
て
い
る
。
市
の

現
役
職
員
と
退
職
者
向
け
の
健
康
保

険
に
か
か
る
経
費
は
六
〇
億
ド
ル
と

試
算
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
額
は
向

こ
う
三
〇
年
間
の
総
額
で
あ
り
、
単

年
度
に
か
か
る
も
の
で
は
な
い
。
市

は
株
式
会
社
で
は
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
後
年
度
負
担
に
よ
る
負
債
額

が
大
き
い
か
ら
と
い
っ
て
、
株
式
会

社
の
よ
う
に
株
価
が
下
が
っ
て
資
産

が
目
減
り
し
た
り
、
市
場
か
ら
の
資

金
調
達
が
滞
っ
た
り
す
る
こ
と
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
州
も
し
く
は
連

邦
政
府
全
体
の
問
題
と
し
て
長
期
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
わ

け
だ
。

　

た
と
え
ば
、「
オ
バ
マ
政
権
が
行
っ

た
医
療
保
険
制
度
改
革
に
よ
り
、
市

職
員
の
健
康
保
険
に
必
要
な
経
費
に

連
邦
予
算
を
投
入
し
て
、
市
の
負
債

額
か
ら
除
外
で
き
る
可
能
性
が
あ

る
」
と
ガ
フ
ニ
ー
氏
は
い
う
。

　

退
職
年
金
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
単
年
度
に
か
か
る
負
債
で
は
な

く
、
全
体
の
積
立
不
足
と
な
っ
て
い

る
金
額
を
含
ん
で
い
る
。
人
口
減
少

に
と
も
な
っ
て
市
職
員
の
数
を
減
ら

し
て
い
る
が
、
退
職
者
の
数
は
急
減

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
、

市
だ
け
で
は
な
く
、
州
や
連
邦
政
府

も
含
ん
だ
解
決
方
法
を
探
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

最
低
限
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
も
維
持
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

市
内
中
心
部
の
荒
廃
は
そ
の
ま
ま

に
、
周
辺
部
分
の
み
が
栄
え
る
と
い

い
う
構
図
を
放
置
し
な
が
ら
、
そ
の

中
心
部
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
は
州
政
府

予
算
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
き
た
と
い

う
こ
れ
ま
で
の
姿
を
、
な
ん
ら
改
善

す
る
こ
と
な
く
、
州
政
府
の
助
成
金

の
み
が
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
そ
の
背
景

に
は
、「
州
政
府
が
行
っ
た
企
業
法
人

税
減
税
に
よ
る
税
収
の
落
ち
込
み
が

あ
っ
た
」
と
、
ガ
フ
ニ
ー
氏
は
併
せ

て
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
国
際
研
究
部　

山
崎
憲
）

イ
ギ
リ
ス
①

ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実

績
が
改
善

　

長
期
失
業
者
な
ど
の
就
労
支
援
を

民
間
委
託
す
る
「
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
実
施
状
況
に
関
す
る
新
た

な
デ
ー
タ
が
六
月
に
公
表
さ
れ
た
。

参
加
者
の
う
ち
継
続
的
雇
用
に
就
い

た
者
の
比
率
は
、
前
年
度
に
比
べ
て

二
〇
一
二
年
度
に
は
改
善
が
み
ら
れ

た
。
た
だ
し
、
支
援
の
実
績
は
依
然

と
し
て
支
援
の
容
易
な
若
者
・
成
人

失
業
者
に
偏
っ
て
お
り
、
健
康
上
の

問
題
な
ど
に
よ
る
就
労
困
難
者
の
支

援
が
滞
っ
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。

就
労
困
難
者
に
対
す
る
支
援
は
依

然
進
ま
ず

　

ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
長
期

の
求
職
者
手
当
受
給
者
（
成
人
で
失

業
期
間
が
一
二
カ
月
超
、
一
八
～
二

四
歳
層
で
九
カ
月
超
な
ど
）
や
、
健

康
上
の
問
題
か
ら
雇
用･

生
活
補
助

手
当
を
受
給
し
て
い
る
就
労
困
難
者

な
ど
に
対
し
て
、
就
労
に
向
け
た
支

援
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
二
〇
一

一
年
六
月
に
導
入
さ
れ
た
。
各
地
域

の
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
が
、

当
該
地
域
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
を

受
託
し
た
元
請
事
業
者
に
該
当
者
を

紹
介
し
、
元
請
事
業
者
は
さ
ら
に
営

利･

非
営
利
の
下
請
け
組
織
な
ど
に

実
施
を
委
託
す
る
形
を
取
る
。
委
託

費
は
支
援
の
困
難
度
な
ど
に
応
じ
て

設
定
さ
れ
た
条
件
に
基
づ
き
、
継
続

的
な
雇
用
の
実
績
（
通
常
の
失
業
者

は
六
カ
月
、
就
労
困
難
者
等
は
三
カ

月
）
な
ど
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
。

支
援
の
具
体
的
内

容
は
、
事
業
者
の

判
断
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。

　

昨
年
一
一
月
に

初
め
て
公
表
さ
れ

た
実
施
状
況
に
関

す
る
デ
ー
タ
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
委
託

時
に
政
府
が
設
定

し
た
最
低
限
の
目

標
値（
１
）を
大
き

く
下
回
る
内
容
で
、

と
り
わ
け
就
労
困

難
者
（
新
規
の
雇

用･

生
活
補
助
手

当
申
請
者
の
う
ち

健
康
上
の
問
題
が

軽
度
の
者
）
の
支

援
実
績
が
著
し
く

低
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
委
託
方
法
な

ど
を
め
ぐ
り
批
判

を
集
め
て
い
た

（
２
）。

　

今
回
公
表
さ
れ

た
デ
ー
タ
は
、
そ

の
後
の
支
援
実
績

の
大
幅
な
改
善
を
示
し
て
い
る
。
二

〇
一
一
年
六
月
以
降
二
〇
一
三
年
三

月
ま
で
に
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ

ス
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
一
二
〇
万

人
の
う
ち
、
一
一
六
万
人
が
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
、
う
ち
一
三
万
二
〇
〇

〇
人
（
紹
介
数
の
一
一
％
）
が
継
続

的
な
雇
用
に
就
い
た
。
特
に
若
者
お

よ
び
成
人
の
求
職
者
手
当
受
給
者
に

つ
い
て
は
、
二
年
目
に
関
す
る
目
標
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その他（就労困難者等）

求職者手当受給者（早期参加者）

求職者手当受給者（25歳以上）

求職者手当受給者（18-24歳）

紹介数（右目盛）

図表１　主要カテゴリの紹介数と月ごとの継続的雇用の達成件数（千件）

注：求職者手当受給者（18-24歳及び25歳以上層）は就業期間が6カ月、他は3カ月に達した件数
資料出所：DWP Work Programme Statistical Release
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値
に
近
い
水
準
に
達
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
就
労
困
難
者
に
つ
い
て
は
、

同
様
に
実
績
の
改
善
は
み
ら
れ
た
も

の
の
、
依
然
と
し
て
目
標
値
の
三
分

の
一
程
度
に
留
ま
っ
た
。

　

ホ
ー
バ
ン
雇
用
担
当
大
臣
は
デ
ー

タ
の
公
表
に
際
し
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
実
績
は
昨
年
度
か
ら
顕
著
に
改
善

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
委
託
費
は
実

績
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、

従
来
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
比
し
て

納
税
者
の
負
担
は
軽
い
、
と
コ
メ
ン

ト
し
て
い
る
。

　

一
方
、
議
会
雇
用
年
金
特
別
委
員

会
の
ベ
ッ
グ
委
員
長
は
今
回
の
デ
ー

タ
を
受
け
て
、
支
援
実
績
の
改
善
を

評
価
し
つ
つ
も
、
就
労
困
難
者
の
支

援
が
依
然
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
点

に
懸
念
を
示
し
た
。
委
員
会
は
五
月

に
も
、
ワ
ー
ク･

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関

す
る
評
価
報
告
書
に
お
い
て
多
岐
に

わ
た
る
改
善
案
を
政
府
に
提
示
し
て

い
る
。
こ
れ
に
は
、
受
託
事
業
者
に

対
す
る
支
払
い
条
件
の
見
直
し
や
、

実
績
の
不
振
に
よ
っ
て
生
じ
た
委
託

費
の
「
節
約
」
分
を
用
い
て
追
加
的

な
支
援
策
を
実
施
す
べ
き
こ
と
、
ま

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
提
供
さ
れ

る
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
下
限
の
基
準
化
、

次
期
契
約
時
（
二
〇
一
六
年
～
）
の

参
加
者
区
分
見
直
し
な
ど
を
含
む
。

こ
の
ほ
か
、
現
在
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
参

加
者
の
中
に
は
、
技
能
水
準
が
不
十

分
な
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

実
績
不
振
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
と

し
て
、
参
加
準
備
の
た
め
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
導
入
を
提
言
し
て
い
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
終
了
後
は
よ
り
専
門

的
・
集
中
的
な
支
援
を

　

な
お
、
最
長
二
年
間
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
期
間
を
経
て
も
仕
事
に
つ
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
参
加
者
は
、
再

び
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー･

プ
ラ
ス
に
よ

る
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
政

府
は
五
月
、
こ
う
し
た
失
業
者
に
対

し
て
、
専
門
家
に
よ
る
重
点
的
支
援

を
実
施
す
る
と
の
方
針
を
示
し
た

（
３
）。
対
象
者
は
六
カ
月
に
わ
た
り
、

少
な
く
と
も
週
一
回（
通
常
は
隔
週
）

の
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
と
の
面
談
の
ほ
か
、
訓

練
や
無
給
の
就
業
体
験
（
義
務
的
就

労
活
動
）
な
ど
へ
の
参
加
を
義
務
付

け
ら
れ
る
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
の
初

回
の
面
談
で
、
就
職
に
向
け
た
求
職

活
動
計
画
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
反

し
た
場
合
は
初
回
で
四
週
間
、
違
反

が
繰
り
返
さ
れ
た
場
合
等
は
最
長
で

三
年
間
、
給
付
停
止
の
制
裁
措
置
が

適
用
さ
れ
る（
４
）。
さ
ら
に
、
ワ
ー

ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
の
参
加
者
に

つ
い
て
は
、
雇
用
年
金
省
が
開
設
し

た
求
人
・
求
職
の
マ
ッ
チ
ン
グ
・
サ

イ
ト
へ
の
登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
、

求
職
者
の
同
意
に
基
づ
い
て
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
の
求

職
活
動
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

　

な
お
関
連
し
て
、
ワ
ー
ク
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
若
年
失
業
者
な

ど
を
対
象
に
実
施
さ
れ
て
い
る
賃
金

助
成
制
度
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
七
月

に
公
表
さ
れ
た
。
若
年
層
の
就
労
支

援
や
教
育
訓
練
を
目
的
に
、
二
〇
一

二
年
に
開
始
さ
れ
た
「
ユ
ー
ス
・
コ

ン
ト
ラ
ク
ト
」（
三
年
間
で
約
五
〇
万

人
の
支
援
が
目
標
）
の
一
環
と
し
て

実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
雇
用
主

が
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
や
、

求
職
者
手
当
、
雇
用
・
生
活
補
助
手

当
な
ど
の
受
給
期
間
が
六
カ
月
を
超

え
る
一
八
～
二
四
歳
層
の
受
給
者

（
５
）を
週
三
〇
時
間
、
二
六
週
間
以

上
雇
用
す
る
場
合
、
賃
金
助
成
と
し

て
最
高
で
二
二
七
五
ポ
ン
ド
を
支
給

す
る
も
の（
６
）。
政
府
は
、
三
年
間

で
一
六
万
人
分
の
雇
用
を
助
成
す
る

と
の
目
標
を
掲
げ
て
い
る
が
、
導
入

か
ら
二
〇
一
三
年
三
月
ま
で
の
一
二

カ
月
間
で
対
象
と
な
っ
た
若
年
失
業

者
は
四
六
九
〇
人
、
う
ち
六
カ
月
以

上
雇
用
が
継
続
し
た
人
数
は
二
〇
七

〇
人
分
に
留
ま
っ
た
。

［
注
］

１　

成
人
お
よ
び
若
年
の
求
職
手
当
受
給

者
と
、
雇
用･

生
活
補
助
手
当
の
新
規

受
給
者
（
健
康
上
の
問
題
が
相
対
的
に

軽
度
な
グ
ル
ー
プ
）
の
継
続
的
雇
用
の

実
績
に
つ
い
て
、
支
援
が
な
か
っ
た
場

合
に
想
定
さ
れ
る
比
率
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

一
割
高
い
数
値
を
目
標
値
と
し
て
設
定
。

２　

本
誌
二
〇
一
三
年
四
月
号
の
記
事
参
照
。

３　

政
府
は
従
来
、
六
カ
月
に
及
び
週
三
〇

時
間
ま
で
の
無
給
で
の
就
労
活
動
を
義
務

付
け
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
導
入
に
向
け
て
、
一
部

地
域
で
試
験
的
に
導
入
し
た
。
し
か
し
、

雇
用
年
金
省
が
公
表
し
た
評
価
報
告
書
は
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
じ
て
仕
事
に
就
い
た
実

績
は
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー･

プ
ラ
ス
に
よ
る

就
労
支
援
と
同
等
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

有
効
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
今
回
示
さ
れ
た
方
針
に
は

含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導

入
自
体
が
断
念
さ
れ
た
か
は
不
明
。

４　

昨
年
一
〇
月
に
制
裁
措
置
が
強
化
さ

れ
、
違
反
等
の
内
容
や
そ
の
回
数
に
応

じ
て
支
給
停
止
の
期
間
が
最
長
三
年
間

に
延
長
さ
れ
た
。
政
府
は
、
制
度
改
正

以
降
の
制
裁
措
置
の
実
施
状
況
に
関
す

る
デ
ー
タ
を
公
表
し
て
い
な
い
た
め
、

影
響
に
つ
い
て
は
不
明
。

５　

導
入
時
に
は
ワ
ー
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

参
加
者
（
若
年
失
業
者
は
失
業
期
間
九

カ
月
超
、
就
職
に
困
難
を
抱
え
る
早
期

参
加
者
や
就
労
困
難
者
等
は
三
カ
月
超

な
ど
）
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
対
象

が
順
次
拡
大
さ
れ
た
。

６　

条
件
を
満
た
す
採
用
に
対
し
て
、
ジ
ョ

ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
や
ワ
ー
ク
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
プ
ロ
バ
イ
ダ
が
申
請
を
促
す
。

労
働
時
間
が
週
一
六
～
二
六
時
間
の
場
合

や
、
一
三
週
を
超
え
て
フ
ル
タ
イ
ム
の
雇

用
が
継
続
し
た
場
合
は
、
半
額
の
一
一
三

七
・
五
〇
ポ
ン
ド
が
助
成
さ
れ
る
。
ま
た

五
〇
人
未
満
規
模
の
企
業
に
つ
い
て
は
、

八
週
を
超
え
た
時
点
で
一
部
の
先
払
い
を

受
け
る
こ
と
も
可
能
。

【
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世
帯
当
た
り
の
社
会
保
障
給

付
に
上
限
を
導
入

　

政
府
は
七
月
、
社
会
保
障
給
付
の

受
給
世
帯
に
対
し
て
、
年
間
の
平
均

給
与
額
に
相
当
す
る
二
万
六
〇
〇
〇

ポ
ン
ド
の
支
給
額
の
上
限
を
導
入
し

た
。
対
象
と
な
る
世
帯
の
多
く
は
一

人
親
や
子
供
の
多
い
家
庭
な
ど
で
、

平
均
で
週
九
三
ポ
ン
ド
の
削
減
を
受

け
る
と
み
ら
れ
る
。
政
府
は
同
制
度

の
導
入
に
よ
り
、
就
労
促
進
の
効
果

が
期
待
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
給

付
削
減
で
住
居
の
賃
料
支
払
い
が
困

難
に
な
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
増
加
す

る
可
能
性
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

ホ
ー
ム
レ
ス
増
加
な
ど
の
懸
念
も

　

就
労
年
齢
層
や
子
供
を
対
象
と
し

た
社
会
保
障
給
付
・
税
額
控
除
の
支

出
総
額
は
年
間
九
二
四
億
ポ
ン
ド

（
二
〇
一
一
年
度
）
で
、
公
的
年
金

を
含
む
社
会
保
障
等
支
出
全
体
の
四

八
％
に
相
当
し
、
年
々
増
加
す
る
傾

向
に
あ
る
。
給
付
支
出
の
拡
大
は
、

そ
の
支
出
内
容
の
大
き
な
部
分
を
占

め
る
就
労
税
額
控
除
（
所
定
の
週
労

働
時
間
以
上
の
有
給
の
仕
事
に
、
四

週
間
以
上
就
業
す
る
低
所
得
世
帯
に

対
す
る
税
控
除
制
度
）（
１
）と
住
宅

給
付
の
増
加
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
政
府
は
、
支
給
条
件
の
改
正
や

額
の
抑
制
に
よ
り
引
き
締
め
を
図
っ

て
き
た
が（
２
）、
住
宅
給
付
に
つ
い

て
は
民
間
賃
貸
住
宅
の
賃
料
の
高
騰

が
そ
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら

図表２　継続的雇用の目標値と実績（％）
1年目* 2年目

求職者手当受給者（18-24歳） 目標 5.5 33.0

実績 1.0 31.9

求職者手当受給者（25歳以上） 目標 5.5 27.5

実績 1.0 27.3

雇用・生活補助手当受給者 
（新規・就労関連活動）

目標 5.5 16.5

実績 0.6 5.3

* 2011年6月～ 2012年3月の10カ月。
資料出所：DWP Work Programme Statistical Release
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れ
る
。

　

今
回
導
入
さ
れ
た
受
給
制
限
は
、

就
労
年
齢
層
の
非
就
労
（
ま
た
は
限

定
的
に
し
か
就
労
し
て
い
な
い
）
世

帯
の
受
給
額
に
上
限
を
設
定
す
る
も

の
で
、
実
質
的
に
は
低
所
得
層
向
け

の
各
種
給
付
の
受
給
者
が
対
象
と
な

る
。
公
的
年
金
や
障
が
い
者
向
け
手

当
な
ど（
３
）の
受
給
世
帯
は
適
用
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
る
ほ
か
、
一
定
以

上
就
労
し
て
い
る
も
の
の
所
得
水
準

が
低
い
世
帯
（
就
労
税
額
控
除
の
要

件
を
満
た
す
世
帯
。
実
際
の
適
用
の

有
無
は
任
意
）
も
対
象
外
と
な
る
。

結
果
と
し
て
、
お
よ
そ
四
万
世
帯
が

影
響
を
受
け
る
と
み
ら
れ
る
。
政
府

の
昨
年
時
点
の
影
響
評
価
に
よ
れ
ば
、

半
数
が
一
人
親
世
帯
、
四
割
が
子
供

の
い
る
カ
ッ
プ
ル
世
帯
で
、
子
供
の

数
が
四
人
以
上
の
世
帯
が
約
半
数
に

の
ぼ
る（
４
）。
ま
た
地
域
別
に
は
、

グ
レ
ー
タ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
に
居
住
す

る
世
帯
が
半
数
を
占
め
る
。

　

受
給
額
の
算
定
対
象
と
な
る
の
は
、

求
職
者
手
当
や
雇
用･

生
活
補
助
手

当
な
ど
の
主
要
な
所
得
保
障
給
付
の

ほ
か
、
住
宅
給
付
や
児
童
手
当
、
児

童
税
額
控
除
、
遺
族
手
当
と
い
っ
た

給
付
だ
。
年
間
給
与
額
の
中
央
値
に

相
当
す
る
二
万
六
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
を

基
に
、
カ
ッ
プ
ル
世
帯
で
週
五
〇
〇

ポ
ン
ド
、
単
身
世
帯
で
は
週
三
五
〇

ポ
ン
ド
が
上
限
と
な
る
。
想
定
さ
れ

る
世
帯
当
た
り
給
付
額
の
減
少
は
平

均
週
九
三
ポ
ン
ド
（
年
間
四
八
三
六

ポ
ン
ド
）
で
、
三
三
％
の
世
帯
で
は

週
一
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
減
少
と
な

る
見
込
み
だ
。
九
月
末
ま
で
に
、
自

治
体
当
た
り
の
対
象
世
帯
数
に
応
じ

て
段
階
的
に
実
施
さ
れ
、
最
終
的
に

一
〇
月
か
ら
導
入
が
開
始
さ
れ
る

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル･

ク
レ
ジ
ッ
ト
」

（
既
存
の
低
所
得
層
向
け
給
付
制
度

を
統
合
‐
後
述
）
に
組
み
込
ま
れ
る
。

制
度
の
導
入
に
よ
り
、
一
億
一
〇
〇

〇
万
ポ
ン
ド
の
支
出
の
節
約
が
見
込

ま
れ
て
い
る
。

　

政
府
は
、
就
労
税
額
控
除
の
適
用

を
受
け
れ
ば
支
給
制
限
の
適
用
を
回

避
で
き
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
、
制
度

の
導
入
は
就
労
促
進
に
つ
な
が
る
と

主
張
し
て
い
る
。
受
給
制
限
の
対
象

と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
に

対
し
て
は
、
既
に
昨
年
か
ら
通
知
を

行
っ
て
就
労
支
援
を
受
け
る
よ
う
促

し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
こ
う
し
た

世
帯
の
受
給
者
の
う
ち
一
万
二
〇
〇

〇
人
が
今
年
六
月
ま
で
に
何
ら
か
の

仕
事
に
就
き
、
支
給
制
限
の
適
用
か

ら
除
外
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
政
府
が
公
表
し
た
関
連
の
調
査

結
果
か
ら
は
、
制
度
導
入
の
直
接
の

影
響
か
ら
仕
事
に
就
い
た
層
は
一
部

に
留
ま
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る（
５
）。

　

制
度
導
入
の
影
響
と
し
て
懸
念
さ

れ
て
い
る
の
は
、
受
給
制
限
の
適
用

を
受
け
た
住
宅
給
付
の
受
給
世
帯
が
、

現
在
の
住
居
の
賃
料
を
支
払
え
な
く

な
る
こ
と
だ
。
既
に
四
月
か
ら
実
施

さ
れ
て
い
る
住
宅
給
付
の
減
額
措
置

（
公
的
住
宅
に
居
住
す
る
世
帯
で
、使

用
し
て
い
な
い
寝
室
が
あ
る
と
み
な

さ
れ
た
場
合
、
そ
の
分
の
給
付
を
減

額
）の
結
果
と
し
て
、こ
う
し
た
世
帯

が
増
加
し
て
い
る
と
の
報
告
も
出
始

め
て
い
る
。
政
府
は
、
受
給
者
が
こ

の
よ
う
な
困
難
に
直
面
し
た
場
合
に

は
、
仕
事
に
就
い
て
受
給
制
限
の
除

外
を
受
け
る
か
、
よ
り
賃
料
の
低
い

住
居
や
地
域
へ
の
移
転
、
あ
る
い
は

他
の
生
活
費
の
節
約
を
行
う
よ
う
求

め
て
い
る
。
ま
た
、
低
所
得
層
に
対

す
る
住
居
の
提
供
は
自
治
体
が
所
管

す
る
こ
と
か
ら
、
自
治
体
に
よ
る
新

た
な
住
居
へ
の
移
転
な
ど
の
支
援
に

向
け
た
予
算
と
し
て
、
二
年
間
で
一

億
ポ
ン
ド
を
確
保
す
る
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
条
件
に
合
っ
た
住
宅
に
移

転
で
き
ず
に
受
給
者
が
ホ
ー
ム
レ
ス

化
す
る
可
能
性
も
高
く
、
自
治
体
の

負
担
増
が
懸
念
さ
れ
て
い
る（
６
）。

　

政
府
は
、
制
度
導
入
に
関
す
る
一

般
向
け
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
で

も
、
七
三
％
が
導
入
に
賛
成
（
反
対

は
一
二
％
）
し
て
い
る

と
し
て
、
受
給
制
限
の

導
入
は
国
民
の
支
持
を

得
て
い
る
と
の
自
信
を

深
め
て
い
る
。

週
三
五
労
働
時
間
相
当

の
賃
金
所
得
に
達
す
る

努
力
を
義
務
付
け

　

一
〇
月
に
導
入
が
開

始
さ
れ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、既

存
の
所
得
調
査
制
の
求

職
者
手
当
や
雇
用･

生

活
補
助
手
当
、住
宅
給

付
、各
種
税
額
控
除
の

統
合
に
よ
っ
て
基
準
の

簡
素
化
を
図
り
、
就
労

が
所
得
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
を
明
確
に
示
し
て
、

受
給
者
の
就
労
促
進
を
図
る
も
の
だ
。

　

受
給
者
は
給
付
の
申
請
時
に
、

ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー
・
プ
ラ
ス
の
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
の
面
談
を
通
じ
て
作
成

さ
れ
る
「
受
給
者
誓
約
」（claim

ant 
com

m
itm

ent

‐
求
職
者
手
当
受
給

者
の
「
求
職
者
協
定
」（jobseeker's 

agreem
ent

）
に
相
当
）
に
合
意
す

る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

求
職
や
就
労
に
向
け
た
活
動
に
関
す

る
条
件
を
記
載
し
た
文
書
で
、
求
職

者
の
場
合
に
は
通
常
、
週
毎
の
具
体

的
な
活
動
内
容
（
新
聞
の
求
人
広
告

や
求
人
サ
イ
ト
で
の
応
募
、
企
業
へ

の
訪
問
や
電
話
な
ど
で
の
求
職
）
の

ほ
か
、
自
宅
か
ら
九
〇
分
で
通
勤
で

き
、
最
低
賃
金
以
上
が
支
払
わ
れ
る

仕
事
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
就
く
こ
と

（
７
）、
週
当
た
り
最
長
三
五
時
間
を

求
職
活
動
に
費
や
す
こ
と
、
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
の
面
談
や
訓
練
、
あ
る
い

は
紹
介
さ
れ
た
仕
事
へ
の
就
職
な
ど

を
積
極
的
に
行
い
、
こ
れ
に
違
反
し

た
場
合
は
日
割
り
で
の
給
付
削
減
や
、

違
反
内
容
に
よ
っ
て
二
八
日
～
三
年

間
の
給
付
停
止
の
制
裁
措
置
を
受
け

る
こ
と
な
ど
を
誓
約
す
る
内
容
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
求
職
者
に

は
、
政
府
が
二
〇
一
二
年
に
導
入
し

た
求
人
・
求
職
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
た

め
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
・
ジ
ョ
ブ
マ
ッ
チ
」
へ
の
登
録
が

求
め
ら
れ
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
求
職

者
の
合
意
に
基
づ
き
、
サ
イ
ト
上
で

の
求
職
活
動
の
状
況
を
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
新
た
な
制
度
と
し
て
、

短
時
間
ま
た
は
低
賃
金
の
仕
事
に
就

い
た
受
給
者
に
対
し
て
も
、
受
給
を

継
続
す
る
た
め
に
は
賃
金
所
得
が
所

定
の
額
以
上
と
な
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
が
条
件
付
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
通
常
の
失
業
者
の
場
合
は
、

最
低
賃
金
額
で
週
三
五
時
間
労
働
し

た
場
合
の
賃
金
額
（
単
身
の
場
合
は

週
二
二
〇
・
八
五
ポ
ン
ド
）
が
、
ま

た
家
族
の
育
児
・
介
護
な
ど
の
責
任

が
あ
る
場
合
は
同
じ
く
最
賃
額
で
週

二
〇
時
間（
週
一
二
六
・
二
ポ
ン
ド
）

の
水
準
に
達
す
る
ま
で
、
労
働
時
間

の
増
加
や
時
間
当
た
り
賃
金
額
の
引

き
上
げ
、
副
職
あ
る
い
は
よ
り
賃
金

額
の
高
い
仕
事
へ
の
転
職
を
は
か
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
怠
っ

た
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
判
断
し
た
場

合
は
、
一
部
の
給
付
が
停
止
さ
れ
る
。

図表　社会保障給付・税額控除の支出額の推移（10億ポンド）

資料出所：DWP Expenditure Tables
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［
注
］

１　

世
帯
の
構
成
に
よ
り
労
働
時
間
の
下

限
が
異
な
り
、
単
身
の
場
合
は
週
三
〇

時
間
、
一
人
親
世
帯
の
場
合
は
週
一
六

時
間
、
子
供
の
い
る
カ
ッ
プ
ル
は
週
二

四
時
間
（
う
ち
一
人
が
一
六
時
間
以
上
）。

２　

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
に
は
民
間
賃

貸
住
宅
の
居
住
者
に
対
す
る
住
宅
給
付
に

替
え
て
、
地
域
相
場
を
反
映
し
た
地
方
住

宅
手
当
を
導
入
、
二
〇
一
一
年
に
は
支
給

額
に
上
限
が
設
け
ら
れ
た
。
ま
た
就
労
税

額
控
除
に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
に
、
子

供
の
い
る
カ
ッ
プ
ル
世
帯
に
対
す
る
週
労

働
時
間
の
要
件
を
一
六
時
間
か
ら
二
四
時

間
に
引
き
上
げ
て
い
る
。

３　

所
得
水
準
に
関
係
な
く
支
給
さ
れ
る

障
害
生
活
手
当
（
Ｄ
Ｌ
Ａ
）
及
び
そ
の

後
継
の
制
度
と
し
て
四
月
か
ら
移
行
が

進
め
ら
れ
て
い
る
個
人
自
立
手
当
（
Ｐ

Ｉ
Ｐ
）、
付
添
手
当
、
ま
た
雇
用
・
生
活

補
助
手
当
（
要
支
援
加
算
）
な
ど
。

４　

昨
年
時
点
で
は
、
対
象
世
帯
は
五
万
六

〇
〇
〇
世
帯
、
成
人
八
万
人
（
う
ち
八
割

は
二
五-

四
四
歳
層
）、
児
童
一
九
万
人

が
影
響
を
受
け
る
と
予
測
さ
れ
て
い
た
。

５　

昨
年
時
点
で
受
給
制
限
の
対
象
と
な

る
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
仕
事

に
就
い
て
適
用
を
除
外
さ
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
五
〇
〇
人
を
対
象
と
し
た
調
査

の
結
果
に
よ
れ
ば
、
受
給
制
限
の
回
避

を
理
由
に
仕
事
を
探
し
た
と
の
回
答
は

全
体
の
一
割
に
留
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
は
全
体
の
二
割
で
、

過
半
数
が
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
。

６　

公
的
住
宅
の
供
給
量
は
従
来
か
ら
限

定
的
。
ま
た
シ
ン
ク
タ
ン
クR

esolution 
F

oundation

が
七
月
に
公
表
し
た
報
告

書
に
よ
れ
ば
、
国
内
の
三
分
の
一
の
地

域
で
は
、
平
均
的
な
所
得
水
準
の
世
帯

が
賄
え
な
い
水
準
に
住
宅
賃
料
が
上
昇

し
た
と
分
析
し
て
い
る
。

７　

専
門
的
な
職
歴
が
あ
る
場
合
は
、
三

カ
月
間
の
猶
予
が
与
え
ら
れ
、
こ
の
間

は
地
域
内
で
、
以
前
の
職
業
に
関
連
す

る
仕
事
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

を
超
え
る
場
合
は
、
他
の
求
職
者
と
同
様
。

こ
の
ほ
か
、
育
児
・
介
護
の
責
任
が
あ

る
求
職
者
に
つ
い
て
は
、
勤
務
時
間
の

限
定
な
ど
の
必
要
も
考
慮
さ
れ
る
。

【
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考
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ド
イ
ツ

二
〇
一
二
年
の
有
期
労
働
者

数
約
二
七
〇
万
人
、
一
九
九

六
年
の
約
二
倍
に

　

労
働
市
場
・
職
業
研
究
所
（
Ｉ
Ａ

Ｂ
）
か
ら
、
有
期
労
働
契
約
の
現
状

に
関
す
る
事
業
所
パ
ネ
ル
調
査
（
一

九
九
六

－

二
〇
一
二
）
の
最
終
集
計

結
果
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
有
期
労
働
者
は
そ
の
数
自
体
が

増
加
傾
向
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
期

間
満
了
後
に
無
期
転
換
す
る
割
合
も

四
割
程
度
に
過
ぎ
ず
、
さ
ら
に
は
、

新
規
採
用
者
に
占
め
る
有
期
労
働
者 

数
が
多
い
産
業
（
教
育
業
、
公
務
行

政
部
門
な
ど
）
ほ
ど
無
期
転
換
率
も

低
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

新
規
採
用
者
の
約
四
割
が
有
期
、

満
了
後
も
無
期
転
換
は
難
し
く

　

Ｉ
Ａ
Ｂ
に
よ
る
パ
ネ
ル
調
査
の
結

果
に
よ
る
と
、
一
九
九
六
年
時
点
に

は
約
一
三
〇
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た

有
期
労
働
者
数
が
、
二
〇
一
二
年
時

点
に
は
約
二
七
〇
万
人
と
ほ
ぼ
二
倍

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

こ
の
二
〇
一
二
年
の
数
は
、
社
会
保

障
義
務
の
あ
る
全
就
労
者
の
九
・

五
％
（
一
九
九
六
年
四
・
七
％
）、

事
業
所
の
全
就
労
者
（
官
吏
、
独
立

自
営
業
者
、
僅
少
就
労
者
を
含
む
）

の
七
・
六
％
（
同
三
・
七
％
）
に
相

当
す
る
数
で
あ
る
（
図
表
１
）。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
二
年
の
新
規
採

用
者
に
占
め
る
有
期
労
働
者
の
割
合

（
図
表
２
）は
四
四
％
で
あ
り
、
こ
の

数
字
は
、
二
〇
〇
九
年
以
降
四
年
間
、

確
か
に
漸
減
傾
向
に
あ
る
が
、
二
〇

〇
四
年
と
ほ
ぼ
同
じ
数
字
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
期
間
満
了
後
に
お
け
る

労
働
関
係
の
帰
趨
を
み
る
と
（
図
表

３
）、
確
か
に
近
年
、
そ
こ
で
雇
止

め
と
な
る
労
働
者
の
割
合
は
減
少
傾

向
に
あ
る
。
し
か
し
、
無
期
へ
の
転

換
を
果
た
す
労
働
者
の
割
合
は
な
お

四
割
弱
に
と

ど
ま
っ
て
お

り
、
さ
ら
に

は
、
有
期
が

更
新
さ
れ
る

労
働
者
の
割

合
も
三
割
強

と
低
く
な
い

数
字
で
安
定

的
に
推
移
し

て
い
る
。

図表１　事業所の全就労者及び社会保障義務のある 
就労者に占める有期労働者の割合

（1996年―2012年、％）

図表３　各上半期における有期契約期間満了後の 
労働関係の帰趨

（2009年―2012年、％）

図表２　各上半期における全新規採用者に 
占める有期労働者の割合

（2001年―2012年、％）

資料出所： IAB-Betriebspanel

資料出所： IAB-Betriebspanel 資料出所： IAB-Betriebspanel
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新
規
採
用
の
有
期
率
が
高
い
産
業

ほ
ど
無
期
転
換
も
難
し
い
傾
向

　

以
上
の
数
値
の
う
ち
、「
新
規
採
用

者
に
占
め
る
有
期
労
働
者
の
割
合
」

と
「
期
間
満
了
後
に
お
け
る
無
期
転

換
者
の
割
合
」
と
を
産
業
別
に
比
較

す
る
と
（
図
表
４
）、
そ
こ
に
は
大

き
な
差
が
あ
る
と
と
も
に
、
一
定
の

相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

こ
の
点
、
Ｉ
Ａ
Ｂ
は
、「
新
規
採
用
の

場
面
に
お
け
る
有
期
契
約
者
の
割
合

が
増
加
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
期
間

満
了
の
場
面 

に
お
け
る
無
期
転
換

者
の
割
合
が
減
少
す
る
」
と
い
う
傾

向
が
そ
こ
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
教
育
業
、

公
務
行
政
部
門
に
お
い
て
は
、
二
〇

一
二
年
の
新
規
採
用
者
全
体
の
そ
れ

ぞ
れ
七
六
％
、
六
〇
％
が
有
期
契
約

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、金
融
・
保
険
サ
ー

ビ
ス
業
に
お
け
る
そ
れ
は
二
三
％
で

あ
っ
た
。
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対

に
、
期
間
満
了
後
の
無
期
転
換
率
は

金
融
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
で
六
一
％

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
教
育
業
、
公

務
行
政
部
門
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
八
％
、

二
八
％
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

労
働
組
合
側
は
「
有
期
の
濫
用
」

と
批
判

　

以
上
の
よ
う
な
産
業
間
で
差
異
が

生
じ
る
背
景
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｂ
は

特
に
指
摘
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
法

制
面
か
ら
見
る
と
、
教
育
業
、
公
務

行
政
部
門
に
は
、
あ
る
特
徴
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ

ツ
の
二
〇
〇
〇
年
パ
ー
ト
・
有
期
労

働
契
約
法
（T

zB
fG

）
は
、
有
期
労

働
契
約
の
締
結
に
客
観
的
合
理
的
な

理
由
が
存
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の

事
由
と
し
て
、「
教
育
訓
練
ま
た
は
大

学
課
程
の
終
了
に
引
き
続
い
て
雇
用

す
る
場
合
」（
二
号
）
や
「
試
用
目
的

で
雇
い
入
れ
る
場
合
」（
五
号
）
な
ど

を
い
く
つ
か
例
示
列
挙
し
て
い
る

（
一
四
条
一
項
二
文
）と
こ
ろ
、
公
務

部
門
に
関
し
て
は
さ
ら
に
、「
労
働
者

に
対
す
る
報
酬
が
財
政
法
上
、
有
期

就
労
を
目
的
と
し
て
決
定
さ
れ
る
公

的
予
算
か
ら
支
払
わ
れ
、
当
該
労
働

者
が
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
就
労
す
る

場
合
」（
七
号
）
も
当
該
事
由
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、緑
の
党
の
ブ
リ
ギ
ッ
テ
・

ポ
ッ
ト
マ
ー
ル
氏
は
、「
毎
年
、
夏
に

な
る
と
、
教
員
の
失
業
者
数
が
急
増

す
る
。
こ
れ
は
、
各
州
に
よ
る
休
暇

期
間
中
の
従
業
員
コ
ス
ト
削
減
策
の

結
果
に
他
な
ら
な
い
。
各
州
は
高
資

格
労
働
力
を
季
節
労
働
者
と
同
様
に

取
り
扱
い
、
長
期
に
わ
た
っ
て
不
安

定
な
状
況
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
り
、

新
規
学
卒
者
の
目
に
は
魅
力
の
な
い

職
場
と
映
る
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
統
一
サ
ー
ビ
ス
労
組

（ver.di

）
の
オ
ノ
・
ダ
ネ
ン
ベ
ル

ク
氏
は
、
二
〇
〇
〇
年
パ
ー
ト
・
有

期
労
働
契
約
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ

た
規
制
緩
和
策
（
新
規
採
用
者
や
新

設
企
業
な
ど
に
対
す
る
締
結
事
由
規

制
の
不
適
用
）
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
社
会
民
主
党

＝
緑
の
党
連
立
政
権
が
有
期
規
制
を

緩
め
て
以
降
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

有
期
で
し
か
雇
入
れ
な
い
方
向
へ
と

シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
移
行
し
て
き

た
の
は
、
確
か
に
公
務
部
門
で
あ
る
。

し
か
し
、“
有
期
の
濫
用
”
と
い
う
問

題
は
、
公
務
部
門
に
限
っ
た
こ
と
で

は
な
い
。民
間
部
門
に
も
存
在
す
る
」

と
し
て
、
締
結
事
由
規
制
の
再
強
化

を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

有
期
・
無
期
の
学
卒
者
間
で

最
大
三
八
％
の
賃
金
格
差

　

上
記
Ｉ
Ａ
Ｂ
の
パ
ネ
ル
調

査
と
同
様
の
調
査
は
、
労
使

団
体
系
の
調
査
研
究
機
関
で

も
行
わ
れ
て
い
る
。
ハ
ン
ス
・

ベ
ッ
ク
ラ
ー
財
団
経
済
社
会

研
究
所
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
の
協
約

政
策
研
究
員
で
あ
る
ラ
イ
ン

ハ
ル
ト
・
ビ
ス
ピ
ン
ク
氏
が

所
長
を
務
め
る
賃
金
デ
ー
タ

バ
ン
ク
（L

ohnspiegel

）
が

実
施
し
た
、
学
位
取
得
者
対

象
の
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
よ
る
と
、
学
位
取

得
者
の
う
ち
、
職
業
経
験
一

年
未
満
の
者
の
お
よ
そ
三

四
％
が
有
期
契
約
で
の
就
労

に
従
事
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ

の
割
合
は
職
業
経
験
を
経
る

ご
と
に
減
少
し
、
職
業
経
験

図表４　各上半期における各産業ごとの有期新規 
採用者及び無期転換者の割合

（2012年、％）

資料出所： IAB-Betriebspanel
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二
年
以
上
三
年
未
満
で
は
お
よ
そ
一

八
％
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る

（
職
業
経
験
三
年
未
満
の
者
全
体
で

は
二
五
％
）。

　

ま
た
、
こ
れ
を
産
業
別
で
み
る
と
、

こ
こ
で
も
大
き
な
差
が
あ
り
（
図
表

５
）、
学
位
取
得
後
に
就
労
を
開
始

し
た
職
業
経
験
三
年
未
満
の
者
の
う

ち
、
期
間
の
定
め
を
も
っ
て
就
労 

し
て
い
る
者
の
割
合
が
高
い
の
は
、

「
大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
」（
八

一
％
）、「
そ
の
他
成
人
向
け
教
育
・

訓
練
機
関
」（
七
二
％
）、「
病
院
」（
六

〇
％
）、「
公
務
行
政
・
社
会
保
険
機

関
」（
五
四
％
）
な
ど
。
他
方
、
割
合

が
低
い
の
は
、「
自
動
車
製
造
業
」

（
六
％
）、「
化
学
産
業
」（
一
一
％
）、

そ
し
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
業
」（
一

二
％
）や「
企
業
向
け
サ
ー
ビ
ス
業
」

（
一
六
％
）
な
ど
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
同
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、

雇
用
保
障
の
面
だ
け
で
な
く
、
収
入

の
面
で
も
、
有
期
労
働
者
は
明
ら
か

な
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る
、
と
結
論

づ
け
て
お
り
、
有
期
契
約
で
就
労
を

開
始
し
た
学
位
取
得
者
の
平
均
月
例

賃
金
は
お
よ
そ
二
九
四
〇
ユ
ー
ロ
と
、

無
期
契
約
で
就
労
を
開
始
し
た
学
位

取
得
者
の
平
均
月
例
賃
金
三
六
四
〇

ユ
ー
ロ
よ
り
一
九
％
も
低
い
、
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
産
業

間
の
差
異
は
非
常
に
大
き
く
、
賃
金

格
差
が
大
い
の
は
、
例
え
ば
「
小
売

業
」（
三
八
％
）、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

業
」（
二
四
％
）、「
企
業
向
け
サ
ー
ビ

ス
業
」（
二
二
％
）な
ど
で
あ
り
、他
方
、

マ
イ
ナ
ス
の
値
が
小
さ
い
の
は
、「
公

務
行
政
・
社
会
保
険
機
関
」（
九
％
）、

「
そ
の
他
社
会
福
祉
機
関
」（
六
％
）、

そ
し
て
「
病
院
」 （
四
％
）
な
ど
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
図
表
５
）。
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フ
ラ
ン
ス

雇
用
安
定
化
に
関
す
る
法
律

が
成
立
―
解
雇
規
制
に
関
す

る
条
項
等
一
部
規
定
が
七
月

一
日
か
ら
施
行

　

フ
ラ
ン
ス
の
失
業
者
数
は
増
加
の

一
途
を
辿
っ
て
お
り
、
今
年
三
月
に

は
一
九
九
七
年
一
月
の
数
値
を
超
え
、

過
去
最
多
を
更
新
し
た
。
昨
年
来
、

各
業
界
大
手
の
企
業
に
よ
る
事
業
所

閉
鎖
や
大
規
模
解
雇
が
報
道
で
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
厳
し
い
雇
用
情
勢
へ
の
対
応
と
し

て
、
雇
用
安
定
化
に
関
す
る
法
律
が

二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
に
制
定
さ

れ
た
。
同
法
は
、
期
限
の
定
め
の
な

い
雇
用
の
促
進
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
の
保
護
、
職
業
訓
練
の
機
会
の
拡

大
、
従
業
員
代
表
の
企
業
経
営
へ
の

参
画
、
複
雑
化
し
た
解
雇
手
続
き
の

明
確
化
等
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。

七
月
一
日
か
ら
一
部
施
行
へ

　

自
動
車
大
手
プ
ジ
ョ
ー
の
オ
ル

ネ
ー
工
場
で
八
〇
〇
〇
人
規
模
の
人

員
削
減
（
一
二
年
七
月
）、
タ
イ
ヤ

大
手
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
ト
ゥ
ー
ル
近
郊

の
重
量
車
両
向
け
工
場
で
の
従
業
員

九
二
六
人
の
う
ち
七
〇
〇
人
を
削
減

す
る
計
画
（
一
三
年
六
月
）、
大
手

銀
行
ソ
シ
エ
テ
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
で
の
七

〇
〇
人
規
模
の
人
員
削
減
（
一
三
年

六
月
）
等
、
事
業
規
模
縮
小
や
生
産

拠
点
閉
鎖
に
伴
う
人
員
削
減
の
例
は

枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
う
し
た
厳
し

い
雇
用
情
勢
の
な
か
、
労
働
市
場
の

安
定
化
を
目
的
と
す
る
法
律（
１
）が

二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
に
制
定
さ

れ
た
。
今
年
一
月
一
一
日
に
労
使
で

合
意
し
た
内
容（
２
）に
即
し
て
、
議

会
で
四
月
か
ら
審
議
さ
れ
て
い
た
法

案
で
あ
る
。
労
組
側
各
組
織
の
主
張

が
異
な
る
こ
と
に
加
え
、
法
案
審
議

の
過
程
で
一
月
の
労
使
合
意
内
容
か

ら
逸
脱
し
た
側
面
が
あ
る
と
の
見
方

か
ら
、
経
営
者
側
も
一
部
の
内
容
に

反
対
の
意
見
を
唱
え
賛
否
両
論
あ
る

が
、
七
月
一
日
か
ら
そ
の
一
部
条
項

が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

法
律
の
骨
子

　

雇
用
安
定
化
法
の
趣
旨
は
、（
１
）

雇
用
労
働
者
の
た
め
に
新
た
な
個
人

的
及
び
集
団
的
権
利
を
確
立
す
る
こ

と
、（
２
）労
働
市
場
の
不
安
定
性
・

脆
弱
性
を
解
消
す
る
こ
と
、（
３
）厳

し
い
経
済
情
勢
下
に
お
け
る
雇
用
を

維
持
す
る
方
法
を
構
築
す
る
こ
と
で

あ
る
。
同
法
の
具
体
的
な
項
目
に
目

を
向
け
て
み
る
と
、「
健
康
保
険
付
加

制
度
の
全
雇
用
労
働
者
へ
の
適
用
」

「
職
業
訓
練
の
個
人
口
座
に
よ
る
労

働
者
の
技
能
向
上
」「
復
職
権
を
伴
う

自
発
的
外
部
就
業
機
会
の
導
入
」「
従

業
員
代
表
機
関
に
よ
る
社
会
的
対
話

機
能
の
向
上
」「
大
企
業
の
経
営
戦
略

へ
の
従
業
員
の
参
画
」「
期
限
の
定
め

の
な
い
雇
用
促
進
の
た
め
の
失
業
保

険
料
率
の
改
定
」「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労

働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
」「
経
済
的

理
由
に
よ
る
集
団
的
解
雇
に
対
す
る

監
督
強
化
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る

（
３
）。

　

ま
ず
、（
１
）雇
用
労
働
者
の
た
め

に
新
た
な
個
人
的
及
び
集
団
的
権
利

の
確
立
を
目
的
と
し
て
次
の
五
つ
の

項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

①
健
康
保
険
付
加
制
度
の
全
雇
用
労

働
者
へ
の
適
用

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
保
険
診
療
を

受
け
た
場
合
、
診
療
報
酬
や
薬
剤
費

の
一
定
割
合
を
公
的
健
康
保
険
制
度

に
よ
っ
て
負
担
し
、
残
り
の
部
分
に

つ
い
て
は
被
保
険
者
の
自
己
負
担
と

な
る
。
た
だ
、
こ
の
被
保
険
者
負
担

分
を
共
済
保
険
や
民
間
保
険
で
カ

バ
ー
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
こ

れ
は
健
康
保
険
付
加
制
度
と
言
わ
れ

て
お
り
、
特
に
大
企
業
で
は
保
険
料

の
一
部
を
雇
用
主
が
負
担
し
て
、
従

業
員
を
健
康
保
険
付
加
制
度
に
加
入

さ
せ
、
従
業
員
の
医
療
費
負
担
の
軽

減
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
健
康
保
険

付
加
制
度
を
二
〇
一
六
年
一
月
一
日

ま
で
に
、
全
雇
用
労
働
者
に
適
用
す

る
と
い
う
項
目
が
今
回
の
法
律
に
盛

り
込
ま
れ
て
い
る（
４
）。
任
意
加
入

の
健
康
保
険
付
加
制
度
の
適
用
を
、

中
小
企
業
も
含
め
て
す
べ
て
の
従
業

員
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
の

項
目
が
含
ま
れ
て
い
る（
５
）。

②
職
業
訓
練
の
個
人
口
座
に
よ
る
技

能
向
上

　

職
業
訓
練
に
関
す
る
個
人
口
座
制

度
を
導
入
し
、
職
業
訓
練
を
受
け
る

権
利
を
時
間
と
し
て
、
職
業
訓
練
に

関
す
る
個
人
口
座
に
累
積
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る（
６
）。
転
職
し
た
場

合
で
も
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
権
利

を
保
持
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
累
積

時
間
は
年
間
二
〇
時
間
で
、
一
二
〇

時
間
を
限
度
と
す
る
。

③
復
職
権
を
伴
う
自
発
的
外
部
就
業

機
会
の
導
入

　

従
業
員
数
三
〇
〇
人
以
上
の
企
業

で
就
業
す
る
従
業
員
で
勤
続
二
四
カ

月
以
上
の
雇
用
労
働
者
を
対
象
と
し

て
、
雇
用
主
の
同
意
の
上
で
、
一
定

期
間
、
復
職
の
権
利
を
伴
っ
た
形
で

他
の
企
業
で
就
業
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
と
い
う
制
度
で
あ
る（
７
）。

他
の
企
業
で
の
就
業
期
間
が
終
了
し

た
後
、
従
業
員
の
希
望
に
応
じ
て
、

前
職
と
同
一
ま
た
は
同
等
の
ポ
ス
ト

に
、
以
前
と
同
額
以
上
の
賃
金
、
同

等
以
上
の
職
位
で
復
職
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
も
の（
８
）。

④
従
業
員
代
表
機
関
に
よ
る
社
会
的
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対
話
機
能
の
向
上

　

従
業
員
が
三
〇
〇
人
以
上
の
企
業

を
対
象
と
し
て
、
企
業
内
社
会
的
対

話
の
質
を
促
進
す
る
た
め
に
従
業
員

代
表
組
織
と
情
報
共
有
す
る
項
目
が

設
け
ら
れ
た（
９
）。
解
雇
、
合
併
、

売
却
な
ど
の
企
業
経
営
に
関
す
る
重

要
な
情
報
を
従
業
員
代
表
組
織
に
提

供
し
共
有
す
る
仕
組
み
に
な
る
。

⑤
大
企
業
の
経
営
戦
略
へ
の
従
業
員

の
参
画

　

フ
ラ
ン
ス
国
内
で
従
業
員
規
模
が

五
〇
〇
〇
人
以
上
、
海
外
の
拠
点
を

含
め
た
従
業
員
規
模
が
一
〇
〇
〇
〇

人
以
上
の
企
業
を
対
象
と
し
て
、
従

業
員
の
経
営
へ
の
参
画
を
促
進
す
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（
10
）。
労
働

者
の
権
利
拡
大
を
目
的
と
し
て
、
大

規
模
企
業
で
取
締
役
会
の
メ
ン
バ
ー

に
従
業
員
代
表
を
入
れ
る
と
い
う
も

の
。

　

ま
た
、（
２
）
雇
用
の
不
安
定
性
を

解
消
す
る
た
め
に
、
次
の
三
つ
の
項

目
が
設
け
ら
れ
た
。

①
失
業
保
険
の
再
受
給
を
可
能
と
す

る
制
度

　

繰
り
返
し
失
業
し
た
場
合
の
、
失

業
保
険
の
再
受
給
の
条
件
が
変
更
さ

れ
る
こ
と
に
な
る（
11
）。
失
業
保
険

手
当
の
受
給
可
能
期
間
を
残
し
て
再

就
職
し
、
数
カ
月
就
業
し
た
後
、
再

び
失
業
し
た
場
合
に
も
失
業
保
険
制

度
の
失
業
手
当
の
受
給
権
が
生
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。
失
業
手
当
を
敢
え

て
満
額
受
給
し
て
か
ら
再
就
職
す
る

こ
と
を
防
ぐ
と
同
時
に
、
失
業
保
険

の
受
給
権
の
拡
大
に
も
つ
な
が
る
と

さ
れ
て
い
る
。

②
期
限
の
定
め
の
な
い
雇
用
促
進
の

た
め
の
失
業
保
険
料
率
の
改
定

　

安
定
的
な
雇
用
、
す
な
わ
ち
期
限

の
定
め
の
な
い
雇
用
（
Ｃ
Ｄ
Ｉ
：

C
ontrat a D

uree Indeterm
inee

）

を
促
進
す
る
た
め
に
、
期
限
の
定
め

の
あ
る
雇
用
（
Ｃ
Ｄ
Ｄ: C

ontrat 
a D

uree D
eterm

inee

）
に
対
し
て
、

失
業
保
険
の
拠
出
が
七
五
％
上
乗
せ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る（
12
）。

③
パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業
員
の
労
働
条

件
の
改
善

　

短
時
間
労
働
が
原
因
と
な
る
低
所

得
者
を
減
ら
す
た
め
、
最
低
で
も
就

労
時
間
を
週
二
四
時
間
（
月
一
〇
四

時
間
）
と
す
る
も
の
で
あ
る（
13
）。

こ
の
労
働
時
間
を
超
え
て
就
業
し
た

場
合
、
超
過
勤
務
の
う
ち
契
約
時
間

の
一
〇
％
ま
で
は
一
〇
％
増
、
そ
れ

以
上
に
対
し
て
は
二
五
％
増
の
割
増

賃
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二
〇
一
四
年
一
月
一
日
以
降
の
労
働

契
約
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
個
人
の
雇
用
主
に
雇
わ
れ
て

い
る
労
働
者
や
、
学
業
に
従
事
し
て

い
る
若
年
者
な
ど
は
対
象
外
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、（
３
）
の
厳
し
い
経
済
情

勢
下
に
お
け
る
雇
用
を
維
持
す
る
方

法
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

「
解
雇
回
避
の
た
め
の
労
使
合
意
」

「
経
済
的
理
由
に
よ
る
集
団
的
解
雇

に
対
す
る
監
督
強
化
」「
従
来
よ
り
容

易
な
従
業
員
の
配
置
転
換
・
異
動
」

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
法
律
で
の
解
雇
手
続
き
は
、

手
続
き
が
複
雑
で
不
明
確
で
あ
る
た

め
、
長
期
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

解
雇
手
続
き
の
た
め
に
策
定
が
義
務

づ
け
ら
れ
る
雇
用
保
障
計
画
の
承
認

が
、
行
政
当
局
や
裁
判
所
と
の
や
り

取
り
に
長
時
間
要
し
て
い
た
。
ま
た
、

労
使
対
話
を
促
進
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
な
い
等
の
評
価
が
あ
っ
た

（
14
）。

①
解
雇
回
避
の
た
め
の
労
使
合
意

　

解
雇
を
回
避
す
る
た
め
の
方
法
と

し
て
、
経
営
状
態
が
極
め
て
悪
化
し

た
企
業
は
、
従
業
員
を
代
表
す
る
労

働
組
合
と
の
合
意
の
も
と
、
最
長
二

年
間
、
雇
用
の
維
持
を
条
件
に
賃
金

の
減
額
や
労
働
時
間
を
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も

の（
15
）。
減
給
な
ど
の
合
意
を
個
々

の
従
業
員
が
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
た
だ
、
従
業
員
が
拒
否
し
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
解
雇
さ
れ
た
場
合
、

経
済
的
理
由
に
よ
る
個
人
の
解
雇

（
16
）と
な
り
、
複
数
の
従
業
員
を
経

済
的
な
理
由
で
解
雇
す
る
場
合（
17
）

よ
り
簡
素
化
さ
れ
た
手
続
き
が
適
用

さ
れ
る
。

②
経
済
的
理
由
に
よ
る
集
団
的
解
雇

に
対
す
る
監
督
強
化

　

従
来
の
法
律
で
は
手
続
き
の
過
程

で
の
当
該
関
係
者
に
対
す
る
説
明
が

不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

従
業
員
五
〇
人
以
上
の
企
業
を
対
象

と
し
て
、
三
〇
日
以
内
に
一
〇
人
以

上
の
解
雇
を
す
る
場
合
、
明
確
な
説

明
に
基
づ
い
て
、
雇
用
保
障
計
画
の

実
効
性
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る（
18
）。
雇
用
保
障
計
画
は
、

次
の
二
つ
の
方
法
で
策
定
す
る
こ
と

に
な
る
。

（a）
絶
対
多
数
（
五
〇
％
以

上
）
の
従
業
員
代
表
組
織
と
の
合
意

に
基
づ
く
計
画
。
こ
れ
は
、
二
カ
月

以
内
に
従
業
員
一
〇
～
九
九
人
の
解

雇
、
三
カ
月
以
内
に
一
〇
〇
～
二
四

九
人
の
解
雇
、
四
カ
月
以
内
に
二
五

〇
人
以
上
の
解
雇
が
実
施
さ
れ
る
場

合
に
適
用
さ
れ
、
従
業
員
代
表
と
の

会
合
は
、
少
な
く
と
も
二
回
開
催
さ

れ
る
必
要
が
あ
り
、
一
五
日
以
内
に

行
政
当
局
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
必

要
が
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
(b）
従

業
員
代
表
へ
の
情
報
提
供
・
共
有
を

行
っ
た
上
で
、
経
営
者
主
体
で
策
定

さ
れ
た
解
雇
計
画
を
行
政
当
局
に
提

出
し
審
査
を
受
け
た
上
で
、
二
一
日

以
内
に
承
認
を
受
け
る
と
い
う
も
の
。

こ
の
計
画
策
定
手
続
き
に
よ
っ
て
、

解
雇
手
続
き
を
明
確
化
し
長
期
化
す

る
傾
向
を
打
開
す
る
ね
ら
い
が
あ
る

（
19
）。

③
従
来
よ
り
容
易
な
従
業
員
の
配
置

転
換
・
異
動

　

従
業
員
の
配
置
転
換
や
異
動
の
交

渉
条
件
が
変
更
さ
れ
る（
20
）。従
来
の

規
程
で
は
配
置
転
換
や
異
動
の
交
渉

は
不
確
実
な
要
素
が
多
い
た
め
十
分

に
活
用
さ
れ
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。

今
回
成
立
し
た
法
律
で
は
、企
業
が
雇

用
と
能
力
の
た
め
の
経
営
計
画（
Ｇ

Ｐ
Ｅ
Ｃ
：G

estion prévisionnelle 
de l'em

ploi et des com
pétences

）

（
21
）を
策
定
し
、
交
渉
の
枠
組
み
を

明
確
化
し
た
。
職
業
訓
練
や
地
理
的

な
移
動
に
伴
う
異
動
の
諸
経
費
の
補

助
な
ど
に
関
し
て
労
使
で
合
意
し
た

上
で
、
従
業
員
へ
の
異
動
の
提
示
が

容
易
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

配
置
転
換
を
拒
否
し
て
従
業
員
が
解

雇
さ
れ
た
場
合
、
個
人
に
起
因
す
る

解
雇（
22
）と
な
り
、
経
営
状
況
が
改

善
し
た
場
合
に
復
職
す
る
権
利
な
ど

は
な
く
、
解
雇
手
続
き
も
経
済
的
な

理
由
に
よ
る
解
雇（
23
）と
比
べ
て
簡

素
化
さ
れ
た
手
続
き
が
適
用
さ
れ
る
。

［
注
］

１　

L
o

i relative à la sécu
risatio

n
 d

e 

l'em
ploi

２　

当
機
構
国
別
労
働
ト
ピ
ッ
ク
二
〇
一

三
年
三
月
号
参
照
。

 
h

ttp
://w

w
w

.jil.g
o

.jp
/fo

re
ig

n
/

jihou/2013_3/france_01.htm

３　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

securisation-de-l-em
ploi,2288/ce-qu-

apporte-la-loi,2298/

４　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fi
ches-pratiques,2305/une-loi-pour-les-

droits-des,2307/generalisation-de-l-

acces,16430.htm
l

５　

法
案
で
は
、
産
別
単
位
で
保
険
者
を

指
定
す
る
制
度
が
あ
り
、
産
別
の
労
使

が
共
同
で
入
札
を
行
っ
て
保
険
業
者
を

選
定
し
た
場
合
、
同
業
界
の
企
業
は
す

べ
て
、
こ
の
業
者
を
保
険
者
と
す
る
旨

を
定
め
て
い
た
。
憲
法
評
議
会
は
、
各

企
業
の
自
由
を
奪
う
内
容
で
あ
り
、
起

業
の
自
由
と
契
約
の
自
由
の
原
則
に
抵

触
す
る
と
指
摘
し
削
除
さ
れ
た
。

６　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/dispositif/
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com
pte-personnel-form

ation

７　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fi
ches-pratiques,2305/une-loi-pour-les-

droits-des,2307/la-periode-de-m
obilite-

externe,16405.htm
l

８　

従
業
員
が
復
職
を
望
ま
な
い
場
合
、

辞
職
と
し
て
雇
用
契
約
が
終
了
す
る
こ

と
と
な
り
、
事
前
の
辞
職
通
告
は
必
要

な
い
（
通
常
な
ら
ば
、
一
カ
月
か
ら
数

カ
月
前
に
辞
職
の
意
思
を
雇
用
主
に
通

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

９　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fi
ches-pratiques,2305/une-loi-pour-les-

droits-des,2307/associer-les-salaries-a-

la,16413.htm
l

10　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fi
ches-pratiques,2305/une-loi-pour-les-

droits-des,2307/associer-les-salaries-a-

la,16413.htm
l

11　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/dispositif/

allo
catio

n
-d

%
E

2
%

8
0

%
9

9
aid

e-au
-

retour-a-l%
E

2%
80%

99em
ploi-are

 

政
府
公
共
サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ド
参
照
。

 
http://w

w
w

.vie-publique.fr/actualite/

alaune/negociations-em
ploi-accord-

flexicurite-20130116.htm
l

12　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/dispositif/

m
o

d
u

latio
n

-d
es-co

n
trib

u
tio

n
s-a-

l%
E

2%
80%

99assurance-chom
age

13　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques, 2215/la-loi-de-

securisation-de-l-em
ploi, 2288/les-

fiches-pratiques,2305/une-loi-contre-

la-precarite, 2309/des-protections-plus-

fortes-et-une, 16420.htm
l

14　

P
la

n
s so

c
ia

u
x

, lic
e

n
c

ie
m

e
n

ts 

co
llectifs, l'h

eu
re d

u
 b

ig bang, L
es 

E
chos, 28 m

ai, 2013

15　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fiches-pratiques,2305/une-loi-pour-l-

em
ploi,2310/perm

ettre-de-preserver-l-

activite,16418.htm
l

16　

lic
e

n
c

ie
m

e
n

t e
c

o
n

o
m

iq
u

e 

(individuel)

17　

licenciem
ent collectif pour m

otif 

econom
ique

18　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/dispositif/

e
n

c
a

d
re

m
e

n
t-d

e
s-p

ro
c

e
d

u
re

s-

collectives-licenciem
ents-econom

iques

19　

た
だ
、Les E

cho

紙（28 m
ai, 2013

）

に
よ
る
と
、
行
政
の
解
雇
手
続
き
の
監

督
の
強
化
は
、
一
九
八
六
年
に
廃
止
さ

れ
た
行
政
許
可
制
の
再
来
で
あ
る
と
の

見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。

20　

労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

 
h

ttp
://tra

v
a

il-e
m

p
lo

i.g
o

u
v

.fr/

evenem
ents-colloques,2215/la-loi-de-

secu
risatio

n
-d

e-l-em
p

lo
i,2

2
8

8
/les-

fiches-pratiques,2305/une-loi-pour-l-

em
ploi,2310/des-conditions-negociees-

de,16416.htm
l

21　

Ｇ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
：G

estion prévisionnelle 

de l’em
ploi et des com

pétences

の
詳
細

に
つ
い
て
は
以
下
の
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
参
照
。

 
http://w

w
w

.em
ploi.gouv.fr/dispositif/

gestion-previsionnelle-l%
E

2%
80%

 

99em
ploi-et-des-com

petences-gpec

22　

icenciem
ent du salarie pour m

otif 

personnel

23　

licenciem
ent econom

ique

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
三

年
八
月
二
日
）

（
国
際
研
究
部　

北
澤
謙
）

韓
国
①

期
間
制
労
働
者
の
二
年
後
の

正
規
雇
用
化
は
約
一
割
―
雇

用
労
働
部
の
移
動
実
態
調
査

　

雇
用
労
働
部
は
七
月
一
一
日
、
二

〇
〇
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

「
期
間
制
お
よ
び
短
時
間
勤
労
者
保

護
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
「
期
間

制
法
」）
の
効
果
を
評
価
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
雇
用
形
態
別
労
働

移
動
パ
ネ
ル
調
査
」
の
結
果
を
発
表

し
た
。
同
調
査
に
よ
る
と
、
期
間
制

（
有
期
契
約
）
労
働
者
の
う
ち
、
二

年
経
過
後
、
同
じ
職
場
で

明
示
的
に
正
規
雇
用
に
転

換
さ
れ
た
者
お
よ
び
他
の

職
場
に
転
職
し
て
正
規
雇

用
と
な
っ
た
者
の
割
合
は
、

一
一
・
四
％
に
と
ど
ま
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。

四
七
・
三
％
が
二
年
後
も

継
続
勤
務

　

こ
の
調
査
は
、
期
間
制

労
働
者
二
万
人
を
標
本
抽

出
し
て
、
一
次
（
二
〇
一

〇
年
四
月
）
か
ら
八
次
（
二

〇
一
二
年
四
月
）
ま
で
の

二
年
間
、
雇
用
形
態
別
に

労
働
者
の
労
働
移
動
、
労

働
条
件
変
更
等
の
実
態
に

つ
い
て
追
跡
調
査
し
、
期

間
制
法
施
行
の
効
果
を
検

証
し
て
い
る
。

　

期
間
制
法
に
基
づ
き
、

使
用
者
は
、
期
間
制
労
働

者
を
二
年
以
上
雇
用
す
る
場
合
、
無

期
雇
用
契
約
以
上
の
労
働
条
件
に
変

更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
一

〇
年
四
月
時
点
で
、
期
間
制
法
に
基

づ
き
二
年
の
使
用
期
間
制
限
が
適
用

さ
れ
る
期
間
制
労
働
者
数
は
一
二
一

万
五
〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た
。

　

二
年
経
過
後
の
二
〇
一
二
年
四
月

時
点
で
、
期
間
制
労
働
者
一
二
一
万

五
〇
〇
〇
人
の
う
ち
、
約
五
七
万
五

〇
〇
〇
人
（
四
七
・
三
％
）
が
同
じ

仕
事
に
就
い
て
お
り
、
約
六
四
万
人

（
五
二
・
七
％
）
が
離
職
し
て
い
た

（
表
１
）。
離
職
者
の
う
ち
、
他
の

仕
事
に
転
職
し
た
者
は
約
四
四
万
四

〇
〇
〇
人
（
六
九
・
四
％
）、
育
児
・

家
事
な
ど
の
理
由
で
経
済
活
動
を
諦

め
た
者
は
約
一
一
万
四
〇
〇
〇
人

（
一
七
・
九
％
）、
失
業
者
と
な
っ

た
者
は
約
八
万
二
〇
〇
〇
人（
一
二
・

八
％
）
で
あ
っ
た
。

　

離
職
者
の
平
均
勤
続
期
間
は
二
・

一
年
で
あ
り
、
失
業
者
と
な
っ
た
者

（
二
・
五
年
）、
非
労
働
力
化
し
た

者
（
二
・
四
年
）
の
平
均
勤
続
期
間

よ
り
も
短
か
っ
た
（
表
２
）。
離
職

者
の
う
ち
、三
九
万
二
〇
〇
〇
人（
六

一
・
三
％
）
は
自
発
的
に
離
職
し
、

二
四
万
八
〇
〇
〇
人（
三
八
・
七
％
）

は
非
自
発
的
に
離
職
し
た
。
失
業
者

表２　期間制労働者の労働移動（2010年4月→2012年4月）
（単位：千人、年、％）

区分
1次→ 8次　労働移動

就業 失業 非経済活動

離職理由別

自発的離職 392.0 270.9 38.2 82.9
〔61.3〕 〔61.1〕 〔46.8〕 〔72.5〕
（100.0）  （69.1） （9.7） （21.2）

平均勤続期間（年） 2.2 2.1 2.1 2.5
非自発的離職 247.5 172.5 43.5 31.4

〔38.7〕 〔38.9〕 〔53.2〕 〔27.5〕
（100.0） （69.7） （17.6） （12.7）

平均勤続期間（年） 2.3 2.1 2.8 2.2

離職者
（1次→8次）

639.8 443.8 81.7 114.3
〔100.0〕 〔100.0〕 〔100.0〕 〔100.0〕
（100.0） （69.4） （12.8） （17.9）

平均勤続期間（年） 2.1 2.1 2.5 2.4

注：
1） 平均勤続期間は2010年4月基準、主な仕事の入職から最初に離職した時点までの勤

続期間を分析。
2） 労働移動は2010年4月基準、主な仕事で2012年4月時点の経済活動状態を①他の仕

事へ就職、②失業、③非経済活動状態に区分。
3） （　）は、労働移動のうち経済活動状態別の割合。［　］は、勤続期間別・離職理由別の

割合。
資料出所：雇用労働部

表1　期間制労働者の労働移動
（単位：千人、％）

区分 合計 勤続者 離職者
就業 失業 非経済活動

離職者
 （1次→8次） 

1,215.0
 （100.0） 

575.3
（47.3） 

639.8
（52.7）
<100.0>

443.8
（36.5）
<69.4>

81.7
（6.7）
<12.8>

114.3
（9.4）
<17.9>

資料出所：雇用労働部
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と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
五
三
・
二
％

は
非
自
発
的
な
離
職
者
で
あ
っ
た
。

男
性
・
若
者
・
高
学
歴
に
多
い
正

規
へ
の
転
換

　

同
じ
事
業
所
で
二
年
以
上
継
続
勤

務
し
て
い
た
五
七
万
五
〇
〇
〇
人
の

う
ち
、
七
万
一
〇
〇
〇
人
（
一
二
・

三
％
）
は
明
示
的
に
正
規
雇
用
に
転

換
さ
れ
た
（
表
３
）。
し
か
し
、
四

二
万
四
〇
〇
〇
人
（
七
三
・
八
％
）

は
、
期
間
制
法
に
基
づ
き
「
無
期
契

約
と
み
な
さ
れ
る
者
」
の
地
位
を
得

た
が
、
明
示
的
に
正
規
雇
用
に
転
換

さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。八
万
人（
一

三
・
八
％
）
は
、
そ
の
他
の
形
態
の

非
正
規
雇
用（
期
間
制
雇
用
を
除
く
）

に
転
換
さ
れ
た
。

　

期
間
制
労
働
者
一
二
一
万
五
〇
〇

〇
人
の
う
ち
、
他
の
仕
事
に
転
職
し

た
離
職
者
は
四
四
万
四
〇
〇
〇
人

（
三
六
・
五
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の

う
ち
、
正
規
雇
用
の
職
に
就
い
た
者

は
六
万
八
〇
〇
〇
人
（
一
五
・
三
％
）、

期
間
制
雇
用
は
一
五
万
八
〇
〇
〇
人

（
三
五
・
五
％
）、
そ
の
他
の
形
態

の
非
正
規
雇
用
（
派
遣
・
請
負
・
日

雇
い
な
ど
）
は
一
八
万
六
〇
〇
〇
人

（
四
一
・
九
％
）、
非
賃
金
労
働
は

三
万
二
〇
〇
〇
人
（
七
・
三
％
）
で

あ
っ
た
。

　

期
間
制
労
働
者
の
う
ち
、
明
示
的

に
正
規
雇
用
に
転
換
さ
れ
た
者
お
よ

び
転
職
し
て
正
規
雇
用
に
な
っ
た
者

は
一
三
万
九
〇
〇
〇
人
（
一
一
・

四
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
労
働

者
の
特
性
を
見
る
と
、
大
企
業
や
製

造
業
に
勤
務
す
る
労
働
者
や
男
性
・

若
者
・
高
学
歴
の
労
働
者
が
多
か
っ

た
。「
無
期
雇
用
と
み
な
さ
れ
る
者
」

の
地
位
を
得
た
者
（
四
二
万
四
〇
〇

〇
人
）
を
含
め
る
と
、
期
間
制
法
に

基
づ
く
雇
用
保
護
を
受
け
た
労
働
者

は
五
六
万
三
〇
〇
〇
人
（
四
六
・

四
％
）
で
あ
っ
た
。

賃
金
、
社
会
保
険
加
入
率
な
ど
の
改
善

　

期
間
制
労
働
者
一
二
一
万
五
〇
〇

〇
人
の
賃
金
、
そ
の
他

の
労
働
条
件
は
全
般
的

に
改
善
し
て
い
る
。
二

年
の
調
査
期
間
の
期
間

制
労
働
者
の
賃
金
上
昇

率
は
一
〇
・
七
％
で
、

労
働
者
全
体
の
平
均
賃

金
上
昇
率
五
・
八
％
よ

り
四
・
九
％
ポ
イ
ン
ト

高
か
っ
た
。
離
職
者
の

賃
金
上
昇
率
は
一
三
・

〇
％
（
一
四
八
万
ウ
ォ

ン
→
一
六
七
万
ウ
ォ
ン
）、

継
続
勤
務
者
の
上
昇
率

は
九
・
二
％
（
一
五
八

万
ウ
ォ
ン
→
一
七
三
万

ウ
ォ
ン
）
で
あ
っ
た
。

継
続
勤
務
者
の
う
ち
、

「
無
期
契
約
と
み
な
さ

れ
る
者
」の
賃
金
水
準
は
、

正
規
雇
用
に
転
換
さ
れ

た
者
に
比
べ
て
低
か
っ

た
。
こ
れ
は
、「
無
期
契
約
と
み
な
さ

れ
る
者
」
に
対
し
雇
用
安
定
以
外
の

処
遇
改
善
策
が
必
要
な
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

期
間
制
労
働
者
の
社
会
保
険
の
加

入
率
は
、
雇
用
保
険
が
五
〇
・
八
％

か
ら
五
八
・
一
％
に
、
国
民
年
金
が

五
四
・
二
％
か
ら
七
三
・
三
％
に
、

健
康
保
険
が
六
五
・
五
％
か
ら
七
三
・

三
％
に
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
た
。
し
か

も
、
従
業
員
一
〇
人
未
満
の
事
業
所

の
非
正
規
労
働
者
の
社
会
保
険
加
入

率
は
、
雇
用
保
険
が
三
一
・
九
％
か

ら
四
三
・
二
％
に
、
国
民
年
金
が
三

七
・
七
％
か
ら
五
九
・
二
％
に
、
健

康
保
険
が
四
六
・
三
％
か
ら
五
九
・

五
％
へ
と
大
幅
に
上
昇
し
た
。
し
か

し
、
小
規
模
事
業
所
に
お
け
る
社
会

保
険
加
入
率
は
依
然
と
し
て
低
い
水

準
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
加
入
促
進

の
た
め
に
社
会
保
険
料
助
成
な
ど
の

対
策
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

（
国
際
研
究
部
）

韓
国
②

最
低
賃
金
七
・
二
％
引
き
上

げ
―
公
労
使
委
員
会
が
決
定

　

公
労
使
委
員
で
構
成
さ
れ
る
最
低

賃
金
委
員
会
は
七
月
五
日
、
二
〇
一

四
年
の
一
時
間
当
た
り
の
最
低
賃
金

を
三
五
〇
ウ
ォ
ン
（
七
・
二
％
）
引

き
上
げ
、
五
二
一
〇
ウ
ォ
ン
と
す
る

よ
う
決
議
し
た
。
雇
用
労
働
部
は
、

二
五
六
万
五
〇
〇
〇
人
の
低
賃
金
労

働
者
が
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵

を
受
け
る
と
予
想
し
て
い
る
。

労
使
で
隔
た
り
、
公
益
委
員
提
案

で
決
着

　

今
年
の
審
議
に
お
い
て
は
、
労
使

代
表
の
立
場
に
大
き
な
隔
た
り
が

あ
っ
た
。
当
初
、
労
働
側
は
一
時
間

当
た
り
五
九
一
〇
ウ
ォ
ン
（
前
年
比

二
一
・
六
％
増
）
へ
の
引
き
上
げ
を

要
求
す
る
一
方
、
使
用
者
側
は
二
〇

一
三
年
と
同
額
の
四
八
六
〇
ウ
ォ
ン

に
据
え
置
く
よ
う
求
め
た
。
六
月
二

七
日
の
会
議
に
お
い
て
、
労
働
側
は

二
〇
一
三
年
の
最
低
賃
金
を
一
九
・

一
％
上
回
る
五
七
九
〇
ウ
ォ
ン
へ
の

引
き
上
げ
を
、
使
用
者
側
は
一
％
上

回
る
四
九
一
〇
ウ
ォ
ン
へ
の
引
き
上

げ
を
そ
れ
ぞ
れ
主
張
し
た
が
、
双
方

の
意
見
の
相
違
は
埋
ま
ら
ず
、
審
議

は
延
期
さ
れ
た
。

　

七
月
四
日
に
開
始
さ
れ
た
第
七
回

会
議
に
お
い
て
、
公
益
委
員
が
議
論

を
促
進
す
る
た
め
、
四
九
九
六
ウ
ォ

ン
～
五
四
四
三
ウ
ォ
ン
の
最
低
賃
金

の
幅
を
提
案
し
た
。
し
か
し
、
労
使

双
方
と
も
差
異
を
縮
め
る
こ
と
が
で

き
ず
、
暗
礁
に
乗
り
上
げ
、
審
議
の

中
断
・
再
開
を
繰
り
返
し
た
。

　

審
議
が
七
月
五
日
の
午
前
四
時
過

ぎ
ま
で
続
い
た
段
階
で
、
公
益
委
員

が
二
〇
一
三
年
を
七
・
二
％
上
回
る

五
二
一
〇
ウ
ォ
ン
へ
の
引
き
上
げ
案

を
提
示
し
た
。
二
七
人
の
委
員
（
公

労
使
各
九
人
）
の
中
で
、
全
国
民
主

労
働
組
合
総
連
盟
（
民
主
労
総
）
所

属
の
労
働
者
委
員
四
人
の
う
ち
の
三

人
は
引
き
上
げ
案
が
上
程
さ
れ
る
前

に
退
場
し
、
使
用
者
委
員
九
人
は
引

き
上
げ
案
の
上
程
後
に
棄
権
し
た
。

最
低
賃
金
の
議
決
に
は
過
半
数
の
委

表３　期間制労働者の移動経路（2010年4月～ 2012年4月）
　（単位：千人、％）

区分 合計 正規雇
用労働

者

期間制
労働者 

その他
の形態
の非正
規雇用
労働者

非賃金
労働者

失業者 非経済
活動者正規雇用

に転換さ
れた者ま
たは転職
して正規
雇用とな
った者

無期契約
とみなさ
れる者

2年以上 
勤続者 

 575.3
<47.3> 

495.3
（86.1） 

70.9
（12.3） 

424.4
（73.8）

79.7
（13.8）

他の仕事へ 
の離職者 

 443.8
<36.5>

68.1
（15.3） 

68.1
（15.3） 

157.6
（35.5）

186.0
（41.9）

32.2
（7.3） 

期間制労働者
（1次→8次） 

1215.0 
<100.0> 

563.4
（46.4）

139.0
（11.4）

424.4
（34.9）

157.6
（13.0）

265.6
（21.9）

32.5
（2.7）

81.7
（6.7）

114.3
（9.4）

注：
1） 2010年4月基準、期間制法適用除外者、勤続年数欠測値を除き、政府雇用対策が適

用されていない期間制労働者に限定して分析。
2） 勤続者：2010年4月を基準に、2012年4月時点で主な仕事の事業所を変更せず勤続

する者。勤続年数は2012年4月時点の算定。
3） 他の仕事への離職者：主な仕事や企業名が変わった者。
4） 正規雇用に転換された者または離職後正規雇用された者：同じ企業に勤務して正規雇

用に転換された者および他の企業に転職して正規雇用として勤務している者。
5） 無期契約とみなされる者：同じ事業所で期間制労働者として2年以上勤務し、期間制

法により無期契約労働者とみなされる者。
6） その他の形態の非正規雇用労働者：正規雇用と期間制雇用を除く非正規の賃金労働者

（派遣・請負労働者、非期間制契約労働者、家内労働者、日雇労働者等）。
7） 期間制適用労働者（2年の雇用期間制限）：①特殊形態労働従事者②55歳以上の労働者

③5人未満の事業所の労働者④韓国標準職業分類（大）中1,2の高所得者⑤博士号所持
者⑥週15時間未満の短時間労働者――は期間制法が適用除外のため、調査対象から
除外。

資料出所：雇用労働部
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員
が
出
席
し
、
過
半
数
の
賛
成
が
必

要
と
な
る
。
引
き
上
げ
案
は
残
る
一

五
人
の
委
員
の
満
場
一
致
で
決
議
さ

れ
た
。

　

五
二
一
〇
ウ
ォ
ン
の
最
低
賃
金
は
、

週
四
〇
時
間
労
働
（
有
休
を
含
む
月

二
〇
九
時
間
）
で
計
算
す
る
と
一
〇

八
万
八
八
九
〇
ウ
ォ
ン
の
月
給
に
相

当
す
る
。
七
・
二
％
の
引
き
上
げ
は
、

二
〇
〇
八
年
の
八
・
三
％
に
次
い
で

高
い
上
昇
率
と
な
っ
て
い
る
（
表
）。

　

雇
用
労
働
部
は
、
一
人
以
上
の
す

べ
て
の
事
業
所
の
労
働
者
の
う
ち
、

二
五
六
万
五
〇
〇
〇
人
（
一
四
・

五
％
）
の
低
賃
金
労
働
者
が
最
低
賃

金
引
き
上
げ
の
恩
恵
を
受
け
る
と
予

想
し
て
い
る
。
最
低
賃
金
委
員
会
は
、

引
き
上
げ
に
よ
り
最
低
賃
金
は
五
人

以
上
の
事
業
所
で
働
く
労
働
者
の
中

位
賃
金
の
三
七
・
五
％
か
ら
四
〇
・

〇
％
の
水
準
ま
で
上
昇
す
る
と
の
見

通
し
を
示
し
た
。

最
低
賃
金
引
き
上
げ
案
に
対
す
る

労
使
の
評
価

　

最
低
賃
金
委
員
会
の
パ
ク
・
チ
ュ

ン
ソ
ン
委
員
長
は
、「
今
回
の
決
定
は
、

経
済
成
長
率
、
物
価
上
昇
率
、
労
働

者
へ
の
所
得
分
配
の
改
善
な
ど
を
考

慮
し
た
も
の
だ
。
経
済
条
件
は
困
難

だ
が
、労
働
者
の
生
活
安
定
と
所
得
分

配
の
改
善
を
優
先
し
た
」
と
述
べ
た
。

　

民
主
労
総
は
、「
二
〇
一
三
年
の
一

〇
〇
人
以
上
事
業
所
の
賃
金
上
昇
率

は
四
・
五
％
で
、
一
月
の
平
均
月
給

は
最
低
賃
金
の
四
倍
の
四
〇
〇
万

ウ
ォ
ン
で
あ
る
。
現
状
の
所
得
分
配

率
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
最
低
賃

金
を
少
な
く
と
も
一
八
％
引
き
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朴
大
統
領
が

大
統
領
選
挙
で
『
経
済
成
長
率
と
物

価
上
昇
率
を
考
慮
し
、
所
得
分
配
率

を
改
善
す
る
』
と
公
約
し
て
い
た
の

は
全
く
の
空
約
束
で
あ
っ
た
」
と
批

判
し
た
。韓
国
労
働
組
合
総
連
盟（
韓

国
労
総
は
）、「
最
低
賃
金
を
現
実
化

す
る
と
い
う
朴
大
統
領
の
公
約
に
よ

り
、
労
働
界
は
二
桁
の
上
昇
を
期
待

し
た
が
、
五
二
一
〇
ウ
ォ
ン
の
最
低

賃
金
で
は
、
所
得
の
不
平
等
を
解
消

し
、
低
賃
金
労
働
者
の
生
活
を
安
定

さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
物
足
り
な

い
」
と
評
し
た
。

　

一
方
、
韓
国
経
営
者
協
会
は
、「
今

回
の
最
低
賃
金

引
き
上
げ
で
従

業
員
三
〇
人
未

満
の
零
細
企
業

の
追
加
人
件
費

負
担
額
は
一
兆

六
〇
〇
〇
億

ウ
ォ
ン
に
達
す

る
。
最
低
賃
金

労
働
者
の
九

九
％
が
働
く
零

細
企
業
の
存
立

そ
の
も
の
を
脅

か
す
決
定
だ
」

と
批
判
し
て
い

る
。

【
参
考
資
料
】

雇
用
労
働
部
Ｗ
ｅ

ｂ
情
報
、
韓
国
労

使
発
展
財
団
Ｗ
ｅ

ｂ
情
報
、
朝
鮮
日

報
日
本
語
版
（
七

月
六
日
付
）、
ハ

ン
ギ
ョ
レ
新
聞
日
本
語
版（
七
月
六
日
付
）

韓
国
③

労
組
専
従
者
の
勤
労
免
除
上

限
時
間
の
見
直
し

　

公
労
使
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
勤

労
時
間
免
除
審
議
委
員
会
は
六
月
一

三
日
、
労
働
組
合
専
従
者
へ
の
賃
金

支
払
い
が
認
め
ら
れ
る
「
勤
労
時
間

免
除
（
タ
イ
ム
オ
フ
）
制
」
の
上
限

時
間
の
改
正
案
を
議
決
し
た
。
雇
用

労
働
部
は
、
委
員
会
の
決
定
ど
お
り

関
連
告
示
を
改
正
し
、
七
月
一
日
か

ら
施
行
し
た
。

タ
イ
ム
オ
フ
制
導
入
で

専
従
者
三
四
％
減
少

　

韓
国
で
は
長
年
、
労
働

組
合
専
従
者
の
賃
金
を
使

用
者
が
支
払
う
慣
行
が
続

い
て
き
た
。
し
か
し
、「
労

働
組
合
お
よ
び
労
働
関
係

調
整
法
」
の
改
正
法
が
二

〇
一
〇
年
一
月
一
日
に
成

立
し
、
同
年
七
月
一
日
か

ら
労
組
専
従
者
へ
の
賃
金

支
払
い
が
禁
止
さ
れ
た
。

た
だ
し
、「
勤
労
時
間
免
除

（
タ
イ
ム
オ
フ
）
制
」
と

呼
ば
れ
る
例
外
規
定
が
設

け
ら
れ
、
労
組
専
従
者
が

あ
る
一
定
の
勤
労
時
間
免

除
の
範
囲
内
で
、
賃
金
を

削
減
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

労
使
協
議
・
交
渉
、
苦
情

処
理
、
安
全
衛
生
活
動
、

労
組
の
維
持
・
運
営
活
動
な
ど
に
従

事
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
タ
イ

ム
オ
フ
の
上
限
時
間
は
、
雇
用
労
働

部
に
設
け
ら
れ
る
公
労
使
各
五
人
の

委
員
で
構
成
す
る
勤
労
時
間
免
除
審

議
委
員
会
の
決
定
に
基
づ
き
、
雇
用

労
働
部
長
官
が
公
表
す
る
。
タ
イ
ム

オ
フ
制
の
上
限
時
間
は
三
年
ご
と
に

見
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

全
国
民
主
労
働
組
合
総
連
盟
（
民

主
労
総
）
と
韓
国
労
働
組
合
総
連
盟

（
韓
国
労
総
）
は
二
〇
一
三
年
一
月
、

両
労
総
に
加
盟
す
る
三
〇
六
事
業
所

の
労
働
組
合
を
対
象
に
実
態
調
査
を

行
っ
た
。
同
調
査
結
果
に
よ
る
と
タ

イ
ム
オ
フ
制
の
導
入
以
前
に
一
労
組

当
た
り
三
・
八
人
で
あ
っ
た
フ
ル
タ

イ
ム
専
従
者
の
数
が
、
制
度
導
入
後

は
二
・
五
人
に
減
少
し
た
（
三
四
・

二
％
減
）。
他
方
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム

の
専
従
者
は
一
組
合
当
た
り
一
人
か

ら
一
・
三
人
に
増
加
し
た
。

小
規
模
組
合
と
広
域
活
動
組
合
に
配
慮

　

勤
労
時
間
免
除
審
議
委
員
会
は
六

月
一
三
日
の
第
二
七
回
会
議
に
お
い

て
、
タ
イ
ム
オ
フ
制
の
上
限
時
間
の

改
正
案
を
議
決
し
た
。
従
前
は
、
労

働
組
合
数
に
基
づ
き
、
一
～
四
九
人

は
一
〇
〇
〇
時
間
、
五
〇
～
九
九
人

は
二
〇
〇
〇
時
間
に
区
分
さ
れ
て
い

た
。
改
正
案
は
こ
の
二
つ
の
区
分
を

表　最低賃金額の推移
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

時給（ウォン） 3,770 4,000 4,110 4,320 4,580 4,860 5,210 
日給（ウォン） 30,160 32,000 32,880 34,560 36,640 38,880 41,680 
引き上げ率 8.3% 6.1% 2.8% 5.1% 6.0% 6.1% 7.2% 

表１　タイムオフの上限時間の改正

組合員数
上限時間(年間）

使用可能人数
改正前 改正後

1人～ 49人 1,000時間
2,000時間 パートタイムで使用した場

合、その人数はフルタイム
で利用可能な人員の3倍を超
えることはできない。

50人～ 99人 2,000時間

100人～ 199人 3,000時間 3,000時間

200人～ 299人 4,000時間 4,000時間

300人～ 499人 5,000時間 5,000時間

パートタイムで使用した場
合、その人数はフルタイム
で利用可能な人員の2倍を超
えることはできない。

500人～ 999人 6,000時間 6,000時間

1,000人～ 2,999人 10,000時間 10,000時間

3,000人～ 4,999人 14,000時間 14,000時間

5,000人～ 9,999人 22,000時間 22,000時間

10,000人～ 14,999人 28,000時間 28,000時間

15,000人～ 36,000時間 36,000時間

表２　地域分布に基づくタイムオフの上限時間
追加付与されるタイムオフの上限時間

広域自治体数 時間

全組合員1,000人以上の 
事業または事業所

2 ～ 5地域 事業所のタイムオフ上限時間×10％
6 ～ 9地域 事業所のタイムオフ上限時間×20％
10地域以上 事業所のタイムオフ上限時間×30％

【広域自治体数の算定基準】
１．広域自治体は、地方自治法第2条第1項の規定による特別市、広域市、特別自治市、道、

特別自治道をいう。
２．広域自治体の数は、事業または事業所の全組合員の5％ 以上が勤務していることを基

準として算定する。
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統
一
し
、
組
合
員
数
一
～
九
九
人
の

上
限
時
間
を
一
律
二
〇
〇
〇
時
間
と

し
た
（
表
１
）。
そ
の
他
の
区
分
の

上
限
時
間
は
据
え
置
か
れ
た
。
労
働

側
は
、
従
前
の
一
一
区
分
を
六
区
分

に
減
ら
す
よ
う
要
求
し
、
使
用
者
側

は
一
七
区
分
へ
の
細
分
化
を
要
求
し

て
い
た
。
韓
国
の
二
〇
一
二
年
の
平

均
年
間
総
労
働
時
間
は
二
〇
九
二
時

間
で
あ
る
。
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
、

組
合
員
五
〇
人
未
満
の
小
規
模
事
業

所
も
、
労
組
専
従
者
を
一
人
置
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
組
合
員
数
一
〇
〇
〇
人

以
上
で
事
業
所
が
全
国
各
地
に
分
布

し
て
い
る
労
働
組
合
は
、
分
布
の
程

度
や
組
合
活
動
に
必
要
と
さ
れ
る
時

間
に
基
づ
き
、
既
存
の
タ
イ
ム
オ
フ

の
上
限
時
間
に
加
え
て
、
一
〇
～
三

〇
％
の
タ
イ
ム
オ
フ
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
と
さ
れ
た
（
表
２
）。
追
加
付

与
さ
れ
る
タ
イ
ム
オ
フ
は
、
全
組
合

員
の
五
％
以
上
が
働
く
大
都
市
地
域

の
数
に
応
じ
て
、
二
～
五
地
域
は
一

〇
％
、六
～
九
地
域
は
二
〇
％
、一
〇

地
域
以
上
は
三
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
改
正
案
は
、
勤
労
時
間
免

除
審
議
委
員
会
の
実
態
調
査
の
結
果

に
基
づ
い
て
い
る
。
調
査
結
果
に
よ

る
と
、
組
合
員
五
〇
人
未
満
の
労
働

組
合
の
活
動
時
間
が
、
タ
イ
ム
オ
フ

制
導
入
前
よ
り
も
相
対
的
に
大
き
く

減
少
し
た
。
ま
た
、
地
域
分
布
の
程

度
が
大
き
い
ほ
ど
移
動
距
離
が
長
く
、

労
働
組
合
活
動
に
よ
り
長
い
時
間
が

必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

大
企
業
の
労
働
組
合
の
場
合
、
タ

イ
ム
オ
フ
制
の
導
入
以
来
、
専
従
組

合
員
の
数
が
急
激
に
減
少
し
た
が
、

当
該
組
合
の
財
務
状
況
等
を
考
慮
し
、

タ
イ
ム
オ
フ
の
上
限
時
間
は
据
え
置

か
れ
た
。

　

勤
労
時
間
免
除
審
議
委
員
会
の
キ

ム
・
ド
ン
ウ
ォ
ン
委
員
長
は
、「
委
員

会
の
決
定
が
、
合
理
的
な
組
合
活
動

を
保
証
し
、
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
労
使

関
係
の
構
築
に
役
立
つ
こ
と
を
希
望

す
る
」
と
述
べ
た
。

【
参
考
資
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Ｗ
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中
国
①

高
齢
者
権
益
保
障
法
が
七
月

に
施
行
―
「
喜
憂
半
々
」
の

受
け
止
め

　
「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
が
七
月

一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
少
子
高
齢
化

に
伴
っ
て
増
加
し
続
け
る
「
独
居
老

人
」
対
策
な
ど
を
う
た
っ
た
基
本
法

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
見
舞
休
暇

の
権
利
保
障
、
専
門
人
材
の
育
成
な

ど
介
護
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
構
築
、
戸

籍
の
種
類
を
問
わ
な
い
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
な
ど
を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。

期
待
が
高
い
一
方
で
、
実
効
性
に
つ

い
て
不
安
の
声
も
少
な
く
な
く
、「
喜

憂
半
々
」
の
受
け
止
め
方
を
さ
れ
て

い
る
。 

背
景
に
「
一
人
っ
子
政
策
」
と
出

稼
ぎ
の
増
加

　

同
法
は
、
旧
法
か
ら
の
改
正
さ
れ

た
も
の
で
、
昨
年
一
二
月
二
八
日
に

公
布
さ
れ
て
い
た
。
旧
法
の
六
章
五

〇
条
か
ら
新
法
で
は
九
章
八
五
条
に

構
成
が
変
わ
っ
た
。
第
九
条
で
、
旧

暦
の
九
月
九
日
を
「
高
齢
者
の
日
」

と
し
て
新
た
に
祝
日
を
定
め
た
。

　

中
国
で
は
、
六
五
歳
以
上
の
人
口

は
、
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
た
年
と

い
わ
れ
る
一
九
九
九
年
の
約
八
六
八

七
万
人
か
ら
二
〇
一
二
年
末
に
は
約

一
億
二
千
万
人
に
増
え
て
、
人
口
の

九
・
四
％
を
占
め
て
い
る
（
図
表
１
）。

二
〇
二
〇
年
に
は
一
億
七
千
万
人
を

突
破
し
て
、
総
人
口
の
一
一
・
七
％

を
占
め
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。 

　
「
独
居
老
人
」（
中
国
で
は
「
空
巣

老
人
」
と
い
う
）
の
増
加
が
、
法
律

制
定
の
背
景
に
あ
る
。
一
九
七
〇
年

代
後
半
か
ら
の
「
一
人
っ
子
政
策
」

や
出
稼
ぎ
労
働
者
の
増
加
な
ど
で
、

独
居
老
人
の
問
題
は
深
刻
化
し
て
い

る
。
都
市
部
で
は
、
例
え
ば
広
州
出

身
の
子
供
が
北
京
で
就
労
し
て
い
る

た
め
、
親
は
広
州
で
一
人
住
ま
い
で
、

子
供
も
見
舞
い
に
ま
ま
な
ら
な
い
、

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
る
。

農
村
部
で
は
子
供
が
都
市
部
に
出
稼

ぎ
に
出
か
け
、
帰
郷
は
年
に
数
え
る

ほ
ど
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
ざ
ら
だ
。 

　

高
齢
工
作
委
員
会
弁
公
室
に
よ
れ

ば
、
都
市
部
に
居
住
す
る
高
齢
者
の

独
居
老
人
の
割
合
は
四
九
・
七
％
に

達
し
て
い
る
（
二
〇
一
二
年
）。
高

齢
者
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
需
要
は
多
様

化
・
拡
大
し
て
お
り
、
新
た
な
事
態

に
対
応
し
た
基
本
法
の
制
定
が
求
め

ら
れ
て
い
た
。 

見
舞
休
暇
の
権
利
保
障　

「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
第
一
八
条

は
、「
家
族
は
高
齢
者
の
精
神
状
態
に

重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
高
齢
者
に
対

し
て
無
関
心
・
冷
遇
を
し
て
は
な
ら

な
い
。
別
居
し
て
い
る
家
族
は
、
頻

繁
に
高
齢
者
の
見
舞
い
を
す
べ
き
で

あ
る
。
雇
用
主
は
国
家
規
定
に
基
づ

き
、
従
業
員
見
舞
休
暇
の
権
利
を
保

障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定

し
て
い
る
。 

　

実
は
両
親
の
見
舞
い
に
つ
い
て
定

め
た
法
律
は
、
一
九
八
一
年
に
既
に

「
国
務
院
の
従
業
員
見
舞
休
暇
に
関

す
る
規
定
」
と
し
て
施
行
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
法
律
は
、
家
族
間
で
の
別

居
に
よ
っ
て
生
ず
る
問
題
の
解
決
を

目
的
と
し
て
お
り
、
条
件
に
合
致
す

る
労
働
者
は
見
舞
休
暇
を
享
受
で
き

る
（
図
表
２
）。 

　

独
居
老
人
の
増
加
に
伴
い
、
最
近

は
「
孤
独
死
」
が
増
加
し
て
い
る
ほ

か
、「
老
人
の
精
神
面
で
の
世
話
を
規

定
す
る
法
律
」
を
求
め
る
声
も
高

ま
っ
て
い
る
。
競
争
の
激
し
い
中
国

社
会
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
、
子

女
が
親
を
見
舞
う
た
め
に
見
舞
休
暇

を
取
得
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
も

そ
も
一
九
八
一
年
施
行
の
こ
の
法
律

に
つ
い
て
、
従
業
員
の
間
に
は
「
存

在
を
知
ら
な

か
っ
た
」「
取

得
出
来
な

い
」「
取
得
す

れ
ば
、
職
位

が
奪
わ
れ
る
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図表１　65歳以上人口とその割合 

資料出所：統計局

資料出所：国務院

図表２　「国務院の従業員見舞休暇に関する規定」概要
対象者 国家機関・人民団体と全民所有制企業・私営企業の従業員

適用条件 1. 1年以上勤務する従業員
2. 親と別居し、かつ公休日に団欒が不可能な場合（親の一方と団欒可能な場合は対象外）

待遇 1. 未婚の場合：年1回20日間（公休日・法定祝祭日を含む）の付与。交通費は会社が全額負担。
2. 既婚の場合：4年に1回20日間の付与。交通費は基本給の30％を越える部分を使用者が負担。
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か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
声
が
少
な

く
な
い
。
他
方
、
会
社
側
も
見
舞
休

暇
の
取
得
を
積
極
的
に
は
勧
め
て
こ

な
か
っ
た
。 

　

そ
の
た
め
、
今
回
の
新
た
な
法
律

に
つ
い
て
も
、
そ
の
実
行
可
能
性
に

対
し
て
は
疑
問
視
す
る
声
が
挙
が
っ

て
い
る
。

介
護
人
材
の
育
成
な
ど
サ
ー
ビ
ス

体
制
強
化

　
「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
第
四
六

条
は
「
介
護
分
野
の
専
門
人
材
の
育

成
、
職
員
の
賃
金
引
き
上
げ
、
専
門

職
・
兼
業
職
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
組

み
合
わ
せ
た
サ
ー
ビ
ス
体
制
を
構
築

す
る
」
と
し
て
い
る
。 

　

中
国
国
内
で
は
高
齢
者
向
け
介
護

施
設
が
不
足
し
て
お
り
、
ま
た
介
護

分
野
の
専
門
人
材
も
大
幅
に
不
足
し

て
い
る
。
二
〇
一
二
年
末
時
点
で
高

齢
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
関
連
企
業
は
四

万
四
三
〇
四
社
存
在
す
る
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
小
規
模
・
零
細
企
業
で

あ
る
。
介
護
用
の
ベ
ッ
ド
は
約
四
一

六
・
五
万
床
あ
る
も
の
の
、「
高
齢
者

総
数
の
約
五
％
の
介
護
用
ベ
ッ
ド
数

が
必
要
」
と
さ
れ
る
国
際
水
準
か
ら

す
る
と
、
約
二
百
万
床
の
介
護
用

ベ
ッ
ド
が
不
足
し
て
い
る
状
況
だ
。

ま
た
、
資
格
を
有
す
る
介
護
の
専
門

人
材
も
本
来
は
一
千
万
人
程
度
必
要

で
あ
る
が
、
わ
ず
か
数
万
人
に
留

ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ
。

　

介
護
産
業
に
は
巨
大
な
潜
在
需
要

が
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
進

展
は
需
要
に
対
し
て
大
き
く
立
ち
遅

れ
て
い
る
。
供
給
面
か
ら
見
て
も
、

設
備
の
不
十
分
・
専
門
人
材
の
不
足
・

不
完
全
な
政
策
支
援
・
法
制
度
の
整

備
不
足
な
ど
に
よ
り
、
介
護
産
業
自

体
が
総
じ
て
脆
弱
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
今
回
の
法
案
に
よ
り

専
門
人
材
の
育
成
が
進
み
、
状
況
が

改
善
す
る
こ
と
が
大
き
く
期
待
さ
れ

る
。都

市
部
で
非
戸
籍
保
有
者
に
同
等
待
遇

「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
第
五
二
条

は
「
県
以
上
の
人
民
政
府
お
よ
び
そ

の
関
連
部
門
は
、
経
済
社
会
の
発
展

状
況
や
高
齢
者
の
必
要
に
応
じ
て
、

高
齢
者
優
遇
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、

そ
の
水
準
を
適
宜
引
き
上
げ
る
。
ま

た
、
本
地
域
の
戸
籍
を
持
た
な
い
常

住
者
に
対
し
て
も
、
同
等
な
待
遇
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規

定
し
て
い
る
。 

　

図
表
３
は
昨
年
一
二
月
の
「
高
齢

者
権
益
保
障
法
」
公
布
か
ら
本
年
七

月
の
施
行
ま
で
の
間
に
各
市
が
公
表

し
た
高
齢
者
（
戸
籍
保
有
者
と
非
戸

籍
保
有
者
）
に
対
す
る
政
策
で
あ
る
。

今
回
の
法
律
施
行
に
よ
り
、
当
地
の

非
戸
籍
保
有
者
に
対
し
て
も
、
当
地

戸
籍
保
有
者
と
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
が
、

実
際
に
は
財
源
の
問
題
も
あ
り
、
現

状
で
は
完
全
な
同
等
待
遇
に
は
至
っ

て
い
な
い
。 

　
「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
の
施
行

に
よ
り
、
当
地
の
戸
籍
を
有
さ
な
い

常
住
高
齢
者
は
、
戸
籍
保
有
者
と
同

等
の
優
遇
を
享
受
で
き
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
心
配
の
声

も
出
て
い
る
。
常
住
高
齢
者
が
当
人

の
地
元
で
納
付
し
て
い
た
医
療
保
険

や
年
金
な
ど
に
、
現
在
の
常
住
地
域

で
対
応
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
つ
ま

り
社
会
保
険
制
度
の
地
域
間
統
一
と

い
う
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て

い
る
。 

　
「
高
齢
者
権
益
保
障
法
」
に
は
期

待
が
高
い
一
方
で
、
そ
の
実
施
に
あ

た
っ
て
は
心
配
も
多
く
、
喜
憂
半
々

と
い
っ
た
状
況
で
あ
る
。 

 

【
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②

上
海
市
、
「
居
住
証
」
発
行

で
ポ
イ
ン
ト
制
―
地
域
間
格

差
助
長
を
懸
念
す
る
声
も

　

上
海
市
は
七
月
一
日
、「
居
住
証
管

理
弁
法
」
を
施
行
し
、
同
市
の
居
住

証
付
与
に
ポ
イ
ン
ト
制
を
導
入
し
た
。

出
稼
ぎ
労
働
者
の
融
和
を
図
る
一
方

で
、
同
市
が
必
要
と
す
る
人
材
を
確

保
す
る
の
が
狙
い
だ
。
広
州
市
な
ど

は
都
市
戸
籍
の
付
与
に
ポ
イ
ン
ト
制

を
採
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き

に
つ
い
て
、
地
域
間
格
差
を
助
長
す

る
と
懸
念
す
る
声
も
出
て
い
る
。

年
齢
・
学
齢
・
納
税
状
況
な
ど
多

項
目
を
点
数
化

　

新
た
な
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
従

来
の
「
人
材
吸
引
を
実
行
す
る
た
め

の 

〈
上
海
市
居
住
証
〉
制
度
暫
行
規

定
（
二
〇
〇
二
年
公
布
）」
と
「
上

海
市
居
住
証
暫
行
規
定
（
二
〇
〇
四

年
公
布
）」
は
同
日
付
で
廃
止
さ
れ

た
。 

　

上
海
市
は
二
〇
〇
二
年
よ
り
他
地

域
に
先
駆
け
て
居
住
証
制
度
を
導
入

し
て
い
る
。
上
海
市
都
市
戸
籍
を
取

得
で
き
な
い
上
海
居
住
者
に
対
し
て
、

居
住
証
を
発
行
。
子
女
の
教
育
・
社

会
保
険
な
ど
で
上
海
市
都
市
戸
籍
保

有
者
並
み
の
待
遇
を
付
与
す
る
こ
と

で
、
格
差
是
正
を
図
っ
て
き
た
。
し

か
し
、
居
住
証
保
有
者
は
親
の
上
海

市
へ
の
帯
同
、
最
低
生
活
保
障
制
度

へ
の
申
請
、
市
政
府
が
補
助
す
る
公

共
住
宅
へ
の
入
居
な
ど
に
は
制
限
が

あ
り
、
こ
の
点
で
上
海
市
都
市
戸
籍

保
有
者
と
は
異
な
る
。
居
住
証
の
有

効
期
限
は
五
・
三
・
一
年
の
い
ず
れ

か
で
、
期
限
終
了
後
は
更
新
が
必
要

と
な
る
。
七
年
以
上
の
居
住
証
保
持

が
、
戸
籍
取
得
申
請
の
条
件
と
さ
れ

て
い
る
。

　

今
回
、
こ
の
居
住
証
の
付
与
に
対

し
て
、
ポ
イ
ン
ト
制
が
導
入
さ
れ
た

（
表
１
）。
学
歴
・
納
税
状
況
・
家

族
状
況
・
上
海
居
住
年
数
な
ど
幅
広

い
項
目
を
点
数
化
し
、
総
合
的
に
判

断
す
る
。
点
数
が
一
二
〇
点
を
超
え

た
場
合
に
居
住
証
が
付
与
さ
れ
る
。

虚
偽
申
請
や
刑
事
犯
罪
歴
は
重
大
な

減
点
項
目
と
な
る
。
国
家
計
画
生
育

政
策
に
違
反
し
た
場
合
は
、
点
数
が

抹
消
さ
れ
る
。
都
市
戸
籍
の
付
与
で

ポ
イ
ン
ト
制
を
導
入
し
て
い
る
地
域

は
い
く
つ
か
存
在
す
る
が
、
居
住
証

の
付
与
で
は
今
回
の
上
海
市
が
初
で

あ
る
。

 

図表３　「高齢者権益保障法」施行に伴い、各市が実施した高齢者への優遇策
地域 地元高齢者 常住高齢者（地元戸籍なし）
北京 11項目の優遇政策。例えば

・65歳以上のバス料金無料
・市区（県）が運営する公園の入園料金が無料
・社会医療保険に非加入の高齢者を対象に年1回無償で人間ドッグを実施
・90歳以上の高齢者を対象に高齢手当てを支給

・北京市高齢者優遇カードへの申請により、高齢手当、在宅ケア以外の優遇を
享受できる。

天津 ・65歳以上高齢者のバス料金無料
・169の公園の入園料金が無料
・100歳以上高齢者への栄養費補助金の支給
・生活困難な高齢者に対する特別手当

・団地施設の利用、公園の入園料金無料以外は享受できない。

広州 ・60歳以上を対象に交通・レジャー・公共サービス・医療サービス・住宅保障で優遇
・100歳を迎えた者に一時金の支給

なし

成都 ・70歳以上を対象に毎月75回までの無料バス乗車
・市区（県）が運営する公園の入園料金が無料あるいは半額
・100歳以上の者を対象に高齢手当の支給
・90歳以上の高齢者を対象に年1回の人間ドックを提供

・成都市住民票を持ち、70歳以上の場合にバスの無料乗車が可能。
・市区（県）が運営する公園の入園料金が無料あるいは半額。

資料出所：各市政府
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大
卒
者
に
は
戸
籍
付
与
で
優
遇　

　

上
海
市
は
上
記
制
度
と
は
別
に
、

大
卒
者
に
対
し
て
、
二
種
類
の
戸
籍

付
与
政
策
を
採
用
し
て
い
る
。
一
つ

は
資
格
や
雇
用
契
約
に
基
づ
く
ス

キ
ー
ム
で
、
こ
の
ス
キ
ー
ム
で
は
必

須
条
件
と
し
て
一
定
の
英
語
力
、
Ｉ

Ｔ
ス
キ
ル
が
課
せ
ら
れ
る
ほ
か
、
労

働
契
約
を
結
ん
で
い
る
就
業
先
企
業

の
資
本
金
が
一
〇
〇
万
元
を
超
え
て

い
る
必
要
が
あ
る
。 

　

も
う
一
つ
の
ス
キ
ー
ム
は
、
二
〇

〇
四
年
よ
り
開
始
さ
れ
た
大
卒
者
向

け
の
ポ
イ
ン
ト
制
度
で
あ
る（
表
２
）。

中
国
政
府
が
重
点
大
学
と
位
置
づ
け

る
指
定
大
学
の
学
位
、
指
定
の
専
攻

分
野
で
の
修
学
、
優
れ
た
学
業
成
績
、

Ｉ
Ｔ
分
野
や
外
国
語
の
高
い
技
能
な

ど
に
よ
り
ポ
イ
ン
ト
が
加
算
さ
れ
る
。

近
年
は
特
許
関
連
な
ど
一
部
の
項
目

を
除
き
、
各
項
目
の
ポ
イ
ン
ト
に
は

毎
年
ほ
と
ん
ど
変
更
が
な
い
。
基
準

点
を
超
え
れ
ば
上
海
市
の
戸
籍
を
得

る
こ
と
が
出
来
る
。
戸
籍
付
与
の
基

準
点
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
毎
年
、

上
海
市
の
人
口
動
態
に
基
づ
き
決
定

さ
れ
る
。
基
準
点
を
超
え
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
上
海
市
居
住
証
が
付
与

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

人
材
確
保
が
必
要
な
理
由

　

ま
た
上
海
市
は
、
外
国
居
住
者

（
注
）
に
対
し
て
も
ポ
イ
ン
ト
制
に

よ
っ
て
居
住
証
を
付
与
し
て
い
る
。

当
該
者
の
持
つ
技
能
に
つ
い
て
上
海

市
が
ど
の
程
度
不
足
し
て
い
る
か
と

い
う
点
の
ほ
か
に
年
齢
・
学
歴
・
職

歴
な
ど
に
つ
い
て
、
計
算
表
を
基
に

点
数
化
し
、
一
〇
〇
点
以
上
、
八
〇

～
九
九
点
、
六
五
～
七
九
点
で
あ
れ

ば
そ
れ
ぞ
れ
五
・
三
・
一
年
の
居
住

証
が
付
与
さ
れ
る
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
上
海
市
は
出
稼
ぎ

労
働
者
・
大
卒
者
・
外
国
居
住
者
と

様
々
な
階
層
の
市
へ
の
受
け
入
れ
で

ポ
イ
ン
ト
制
を
実
施
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
中
国
国
内
で
も
人
の
受
け

入
れ
に
際
し
て
、
最
も
積
極
的
に
ポ

イ
ン
ト
制
を
採
用
し
て
い
る
地
域
の

一
つ
と
言
え
る
。 

　

上
海
市
が
上
記
の
よ
う
な
各
種
政

策
を
実
施
す
る
背
景
に
は
高
齢
化
の

問
題
が
あ
る
。
上
海
市
は
中
国
国
内

で
も
っ
と
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る

地
域
の
一
つ
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年

時
点
で
の
上
海
市
の
常
住
人
口
は
二

三
八
〇
万
人
だ
が
、
上
海
市
の
戸
籍

を
有
す
る
者
は
そ
の
う
ち
の
一
四
二

〇
万
人
で
あ
る
。
戸
籍
保
有
者
で
六

〇
歳
以
上
の
者
は
三
六
七
万
人
で
、

二
六
％
に
達
し
て
い
る
。
高
齢
化
の

問
題
は
、
特
に
年
金
財
政
へ
の
影
響

が
大
き
い
。
中
国
で
は
年
金
財
源
が

地
域
ご
と
に
別
個
に
管
理
さ
れ
て
い

る
た
め
、高
齢
化
は
当
該
地
域
の
年
金

財
政
に
直
接
影
響
す
る
。
上
海
市
が

年
齢
が
比
較
的
若
く
、
か
つ
優
秀
な

人
材
を
確
保
す
る
政
策
を
実
施
す
る

背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
が
あ

る
。 ポ

イ
ン
ト
制
で
出
稼
ぎ
労
働
者
の

囲
い
込
み
を
図
る
広
東
省
各
市

　

上
海
市
以
外
に
も
、
出
稼
ぎ
労
働

者
・
農
村
出
身
の
大
卒
者
の
確
保
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
方
政

府
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
活
発

な
の
は
広
東
省
で
あ
る
。
広
東
省
で

は
広
州
市
・
中
山
市
・
深
セ
ン
市
な

ど
が
独
自
の
政
策
を
実
施
し
て
お
り
、

広
東
省
の
中
で
人
材
の
奪
い
合
い
を

し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
こ

う
し
た
状
況
の
背
景
と
し
て
は
、
沿

岸
部
で
の
賃
金
の
高
止
ま
り
、
お
よ

び
内
陸
部
で
の
賃
金
上
昇
に
伴
い
、

出
稼
ぎ
労
働
者
の
内
陸
へ
の
移
動
が

進
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
新
規
学
卒

者
の
間
で
上
海
や
広
州
の
よ
う
な
沿

岸
部
の
大
都
市
だ
け
で
な
く
、
内
陸

部
の
都
市
も
就
職
先
の
選
択
肢
と
し

て
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
え

る
。

　

広
州
市
は
出
稼
ぎ
労
働
者
を
対
象

に
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
採
用
し
て
お
り
、

社
会
保
険
の
納
付
状
況
・
住
居
・
投

資
・
納
税
な
ど
の
項
目
を
基
準
と
し

て
、
一
定
の
点
数
を
超
え
た
場
合
に

都
市
戸
籍
を
付
与
し
て
い
る
。
中
山

市
も
ポ
イ
ン
ト
制
を
採
用
し
て
お
り
、

一
四
〇
点
を
超
え
た
農
村
戸
籍
者
に

都
市
戸
籍
を
付
与
し
て
い
る
。
四
年

制
大
学
の
学
位
の
取
得
で
八
〇
点
、

住
宅
の
購
入
で
五
〇
点
、
不
妊
手
術

を
受
け
た
場
合
に
二
五
点
が
得
ら
れ

る
。
一
方
で
第
二
子
を
も
う
け
た
夫

婦
は
六
〇
点
の
減
点
と
な
る
。
こ
う

し
た
政
策
の
結
果
と
し
て
、
広
東
省

人
的
資
源
社
会
保
障
局
に
よ
れ
ば
、

二
〇
一
二
年
末
時
点
で
ポ
イ
ン
ト
制

に
よ
る
広
東
省
の
都
市
戸
籍
獲
得
者

は
約
一
八
〇
万
人
に
達
し
て
い
る
。 

熾
烈
化
す
る
新
規
学
卒
者
の
確
保

　

一
方
、
優
秀
な
新
規
学
卒
者
の
確

保
は
も
は
や
「
青
田
買
い
」
状
態
と

な
っ
て
お
り
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
獲

得
以
上
に
、
熾
烈
を
極
め
て
い
る
。

近
年
、
各
地
方
政
府
は
地
域
の
経
済

発
展
に
貢
献
し
う
る
人
材
に
対
し
て
、

戸
籍
付
与
で
次
々
と
魅
力
的
な
条
件

を
提
示
す
る
こ
と
で
、
当
該
地
域
へ

の
就
職
を
促
し
て
い
る
。
そ
の
方
法

も
、
上
海
市
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
制

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
学
歴
・
専

攻
等
を
指
定
し
た
よ
り
直
接
的
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。 

　

武
漢
市
は
、
自
動
車
・
鉄
鋼
・
石

表１　上海市の居住証付与におけるポイント制
項目 基準 ポイント

基本項目
年齢 56 ～ 60歳 5

44 ～ 55歳 (56-年齢)×2+5
43歳以下 30

学歴 専門学校 50
大学本科 60
学士 90
修士 100
博士 110

専門技術・技能資格 国家職業資格5級 15
国家職業資格4級 30
国家職業資格3級 60
国家職業資格2級およびそれに相応する資格 100
国家職業資格1級およびそれに相応する資格 140

社会保険納付状況 社会保険料の納付年数 納付年数×3
加算項目

技能の不足・急募状況 上海市における急募職種リストに職歴・学
歴が一致する

30

投資納税 直近3年の平均毎年納税額が10万元以上 100
平均毎年納税額が10万元以上 該当年数×10

雇用創出 直近3年の平均毎年上海市戸籍者雇用者数が
10人以上

100

平均毎年上海市戸籍者雇用者数が10人以上 該当年数×10
社会保険基数 直近3年の社会保険基数が前年度平均賃金の

80%以上100%未満
25

100％以上200％未満 50
200％以上 100

特定公共サービスへの従事 5年以上 年数×4
重点開発郊外地域での居住または就労 5年以上10年未満 年数×2

10年以上 20
全日制大学の卒業 全日制大学の卒業年度の学生 10
表彰・奨励 市級機関におけるプロジェクトレベルの表

彰・奨励
30

市級機関における総合レベルの表彰・奨励 60
市・部級以上の政府表彰・奨励 110

上海市戸籍者の配偶者 1年以上10年未満 年数×4
10年以上 40

減点項目
虚偽申請 学歴・婚姻状況・職業資格などについての

虚偽の申請資料の提出
1件につき-150点

行政拘留記録 直近5年以内での行政拘留記録 1件につき-50点
刑事犯罪記録 直近5年以内での一般刑事犯罪記録 1件につき-150点

取消項目
国家計画生育政策規定違反 点数抹消
重大な刑事犯罪 点数抹消
居住証取得基準点数 120

資料出所：上海市
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油
化
学
・
物
流
な
ど
需
要
の
高
い
分

野
を
専
攻
し
た
学
生
に
対
し
て
、
就

業
あ
る
い
は
起
業
を
始
め
る
よ
り
も

前
に
戸
籍
を
付
与
す
る
政
策
を
採
用

し
て
い
る
。 

　

成
都
市
は
従
来
設
け
て
い
た
学
卒

者
に
対
す
る
戸
籍
付
与
の
人
数
制
限

を
撤
廃
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
成
都

市
の
学
卒
者
は
卒
業
証
明
書
と
労
働

契
約
が
あ
れ
ば
、
当
地
で
の
戸
籍
取

得
を
申
請
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

　

ア
モ
イ
市
で
は
修
士
保
有
者
に
対

す
る
規
制
が
緩
和
さ
れ
、
労
働
契
約

を
有
し
て
い
な
く
て
も
、
戸
籍
取
得

の
申
請
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、

自
動
車
・
機
械
・
建
築
・
航
空
分
野

等
の
学
士
保
有
者
に
対
し
て
も
、
労

働
契
約
な
し
で
の
戸
籍
取
得
申
請
を

認
め
た
。 

　

深
セ
ン
経
済
特
区
に
お
い
て
は
、

か
な
り
特
殊
な
政
策
を
採
用
し
て
い

る
。指
定
す
る
国
内
三
八
の
大
学（
北

京
大
学
・
清
華
大
学
・
中
国
人
民
大

学
等
）
で
特
定
の
専
攻
分
野
（
経
済
・

法
律
・
文
学
・
材
料
加
工
）
を
修
め

た
学
卒
者
に
対
し
て
は
、
卒
業
直
後

の
戸
籍
付
与
、
つ
ま
り
労
働
契
約
な

し
で
の
戸
籍
付
与
を
認
め
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
条
件
に
合
致
す
れ
ば
深

セ
ン
地
域
以
外
の
大
学
の
卒
業
者
も

申
請
可
能
で
あ
る
。 

　

上
記
の
よ
う
に
、
各
地
方
政
府
は

新
規
学
卒
者
に
対
し
て
、
主
に
理
系

分
野
を
専
攻
し
て
い
る
者
、
地
域
経

済
の
発
展
・
開
発
に
貢
献
し
う
る
人

物
の
確
保
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
言
え
る
。
農
村
戸
籍
者
の
都

市
市
民
化
は
住
宅
や
道
路
と
い
っ
た

イ
ン
フ
ラ
、
そ
れ
に
社
会
保
険
制
度

に
影
響
が
あ
る
た
め
、
多
く
の
地
方

政
府
は
そ
の
受
け
入
れ
に
及
び
腰
で

あ
る
。
し
か
し
優
秀
な
人
材
に
関
し

て
は
、
他
の
地
方
政
府
に
先
ん
じ
て

確
保
す
る
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方

政
府
が
独
自
の
政
策
に
取
り
組
ん
で

い
る
。 

外
国
人
に
対
す
る
移
民
政
策
に
類
似

　

上
海
市
や
広
東
省
各
市
が
実
施
し

て
い
る
ポ
イ
ン
ト
制
を
用
い
た
政
策

は
、
点
数
計
算
の
項
目
・
基
準
点
に

達
し
た
場
合
に
享
受
で
き

る
恩
恵
・
制
約
さ
れ
る
権

利
な
ど
の
特
徴
か
ら
「
ま

る
で
高
度
人
材
・
技
能
労

働
者
を
外
国
か
ら
受
け
入

れ
る
た
め
に
実
施
し
て
い

る
、
ポ
イ
ン
ト
制
に
基
づ

く
移
民
政
策
に
類
似
し
て

い
る
」
と
の
指
摘
が
多
い
。

逆
に
言
え
ば
、
中
国
国
内

に
お
い
て
各
市
や
省
、
そ

し
て
都
市
と
農
村
の
間
に
、

国
境
に
も
近
い
よ
う
な
制

度
上
の
境
目
が
出
来
て
し

ま
っ
て
い
る
と
も
言
え

る
。 

地
域
間
格
差
拡
大
の
可

能
性
も　

　

上
海
市
や
広
東
省
各
市

で
の
ポ
イ
ン
ト
制
を
用
い

た
取
り
組
み
に
対
し
て
、
現
地
報
道

は
「
現
実
的
で
妥
当
か
つ
無
難
な
政

策
だ
」
と
し
て
あ
る
程
度
高
く
評
価

し
て
い
る
。
出
稼
ぎ
労
働
者
を
受
け

入
れ
る
側
の
地
域
か
ら
す
る
と
、
近

年
は
内
陸
部
で
の
賃
金
上
昇
に
伴
い

そ
の
確
保
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
何
の
制
限
も
な
し
に
居
住

証
や
当
地
の
都
市
戸
籍
を
や
み
く
も

に
付
与
す
る
こ
と
は
、
社
会
保
険
や

教
育
な
ど
に
多
大
な
負
担
を
強
い
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ポ
イ
ン

ト
制
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
し

た
上
で
、
地
域
経
済
の
発
展
に
貢
献

し
う
る
人
材
に
の
み
当
地
市
民
並
み

の
恩
恵
を
与
え
、
長
く
滞
留
し
て
も

ら
う
こ
と
は
、
理
に
か
な
っ
た
政
策

と
い
え
る
。 

　

し
か
し
、
政
策
の
効
果
を
一
定
程

度
認
め
つ
つ
も
、現
地
報
道
で
は「
居

住
証
制
度
で
の
ポ
イ
ン
ト
制
は
、
戸

籍
制
度
改
革
の
最
終
目
標
で
は
な

い
」
と
の
論
調
が
多
い
。
そ
も
そ
も

戸
籍
制
度
改
革
の
最
終
目
標
と
は
、

「
都
市
・
農
村
と
い
っ
た
戸
籍
の
種

別
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
誰
も
が

自
由
に
移
動
・
居
住
出
来
る
よ
う
に

な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら

言
っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
制
は
最
初
の
段

階
で
既
に
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
お
り
、「
誰
も

が
」
と
い
う
点
と
相
容
れ
な
い
。
そ

の
た
め
ポ
イ
ン
ト
制
に
対
し
て
は
、

「
そ
も
そ
も
戸
籍
制
度
改
革
を
進
め

る
ど
こ
ろ
か
、
逆
の
方
向
に
向
か
わ

せ
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。
ま

た
、
ポ
イ
ン
ト
制
が
地
域
間
格
差
、

都
市
・
農
村
格
差
を
助
長
し
て
、
結

果
と
し
て
国
内
の
格
差
が
今
ま
で
以

上
に
拡
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸

念
も
あ
る
。
各
地
方
政
府
は
ポ
イ
ン

ト
制
で
選
択
的
に
出
稼
ぎ
労
働
者
・

新
規
学
卒
者
・
外
国
居
住
者
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
の

経
済
発
展
、
お
よ
び
健
全
な
財
政
の

維
持
を
期
待
で
き
る
。
し
か
し
彼
ら

を
送
り
出
し
た
側
の
地
域
は
、
若
く

て
優
秀
な
人
材
の
み
を
喪
失
し
、
一

方
で
出
稼
ぎ
先
か
ら
帰
郷
し
て
く
る

高
齢
の
非
熟
練
労
働
者
を
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
海
市
が
実

施
し
て
い
る
政
策
は
、
短
期
的
に
見

れ
ば
上
海
市
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地

域
の
発
展
に
強
く
寄
与
す
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
し
か
し
長
期
的
視
点

に
立
つ
と
、
中
国
全
体
で
は
格
差
が

拡
大
す
る
こ
と
も
十
分
に
懸
念
さ
れ

る
。 

　

こ
う
し
た
各
種
反
対
意
見
は
的
を

射
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
現
実
問

題
と
し
て
、
戸
籍
制
度
改
革
の
最
終

目
標
を
達
成
す
る
こ
と
は
少
な
く
と

も
現
時
点
で
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

か
つ
て
都
市
・
農
村
戸
籍
の
分
離
を

廃
止
し
た
地
域
と
し
て
、
河
南
省
鄭

州
市
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鄭
州
市
は
二

〇
〇
三
年
に
戸
籍
の
都
市
・
農
村
の

区
別
を
廃
止
し
た
。
し
か
し
そ
の
結

果
と
し
て
、
都
市
部
の
学
校
に
生
徒

が
過
剰
に
流
入
し
た
り
、
交
通
渋
滞

が
悪
化
す
る
な
ど
都
市
機
能
に
混
乱

が
生
じ
た
た
め
、
鄭
州
市
は
翌
年
に

こ
の
措
置
を
停
止
せ
ざ
る
を
え
な
く

な
っ
た
。 

　

今
後
の
中
国
国
内
の
ポ
イ
ン
ト
制

を
巡
る
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
他
地

表２　大卒者を対象とした上海市のポイント制（2013年） 
項目 基準 ポイント

基本項目
学歴 博士 27

修士 24
学士 21
教育部指定の重点大学で学士、上海の211工程大学で学士、上海に
拠点を持つ中国科学院付属の研究施設で修士を取得 15

上海以外の地域の211工程大学で学士、中央政府直属の研究機関で
修士、上海の大学および研究機関で学士または修士を取得 12

上記以外の機関において学士または修士を取得 8
在学時の学業成績 上位25％ 8

上位26 ー 50％ 6
下位26 ー 50％ 4
下位25％ 2

外国語能力 大学英語試験6級で425点以上または職業英語8級 8
大学英語試験4級で425点以上または職業英語4級 7
外国語・芸術・スポーツ専門外国語試験に合格 7

ITスキル 当該分野の博士を保有 7
科学分野の学位を持ち専門的なIT能力を有する 7
社会科学分野の学位を持ち中程度のIT能力を有する 7
科学分野の学位を持ち中程度のIT能力を有する 6
社会科学分野の学位を持ち初等のIT能力を有する 6
外国語・芸術・スポーツに特化したITに関連する課程を修めている 6

発展・開発項目
表彰 優れた学生として国家級の表彰を授与している 10

優れた学生として省（自治区・直轄市）級の表彰を授与している 5
優れた学生として学校において表彰を授与している 2

科学技術・英語分野にお
ける大会での成績（累計
で最大15点）

国際大会または全国大会で1位 10
国際大会または全国大会で2位 8
国際大会または全国大会で3位 6
全国大会の地方予選で1位 5
全国大会の地方予選で2位 3
全国大会の地方予選で3位 1

科学技術分野での創造 当該分野での発明特許を有する 5
当該分野での新規の実用性に関する特許を有する 1
当該分野での製品デザインに関する特許を有する 1
当該分野での製品デザインに関する特許を有し、かつ当該分野で
就業している 3

西部開発計画への参加 上海市の計画に基づく西部地域での任務に従事 5

資料出所：上海市
注：上記の他に使用者・起業者を対象とするポイントが存在する。
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域
に
も
波
及
す
る
の
か
、
或
い
は
縮

小
し
て
し
ま
う
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

上
海
市
の
「
居
住
証
管
理
弁
法
」
は

二
〇
一
五
年
六
月
で
終
了
予
定
で
あ

る
た
め
、
そ
の
段
階
で
継
続
・
廃
止
・

修
正
な
ど
の
新
た
な
動
き
が
あ
る
と

見
ら
れ
る
。 

［
注
］

外
国
居
住
者
と
は
、
外
国
人
・
華
僑
、
お

よ
び
香
港
・
マ
カ
オ
・
台
湾
に
居
住
す

る
者
を
指
す

【
参
考
資
料
】

各
市
省
政
府
、
新
華
社
通
信
、
南
方
日
報
、

中
国
青
年
報

（
国
際
研
究
部
）

Ｉ
Ｌ
Ｏ

Ｇ
二
〇
雇
用
労
働
に
つ
い
て
最

新
情
勢
―
二
冊
の
報
告
書
発
表

　

国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
は
七

月
一
七
日
、経
済
協
力
開
発
機
構（
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
と
共
同
で
、
モ
ス
ク
ワ
で

七
月
一
八
～
一
九
日
に
開
催
さ
れ
た

主
要
二
〇
カ
国
・
地
域
（
Ｇ
二
〇
）

雇
用
労
働
大
臣
会
合
お
よ
び
労
働
大

臣
・
財
務
大
臣
合
同
会
合
に
向
け
て

作
成
し
た
二
冊
の
報
告
書
を
発
表
し

た
。『
Ｇ
二
〇
諸
国
に
お
け
る
労
働

市
場
の
短
期
見
通
し
と
主
要
課
題
』

は
、
Ｇ
二
〇
諸
国
の
最
新
の
雇
用
情

勢
に
つ
い
て
統
計
情
報
を
中
心
に
ま

と
め
て
い
る
。『
Ｇ
二
〇
諸
国
の
雇
用
、

労
働
市
場
、
社
会
保
護
に
お
け
る
課

題
へ
の
取
り
組
み
：
二
〇
一
〇
年
以

降
の
主
要
措
置
』
は
、
二
〇
一
〇
～

二
〇
一
三
年
初
め
ま
で
の
期
間
に
Ｇ

二
〇
諸
国
で
実
施
さ
れ
た
政
策
お
よ

び
措
置
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
報

告
書
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

ギ
ャ
ッ
プ
解
消
に
向
け
強
力
な
雇

用
創
出
を

　

二
〇
一
一
年
後
半
に
い
く
つ
か
の

主
要
国
・
地
域
で
起
こ
っ
た
大
幅
な

景
気
後
退
は
、
Ｇ
二
〇
諸
国
の
労
働

市
場
に
暗
い
影
を
落
と
し
た
。
そ
れ

ま
で
の
労
働
市
場
の
改
善
の
一
部
を

消
し
去
り
、
高
い
失
業
率
と
不
完
全

雇
用
が
市
場
に
定
着
す
る
リ
ス
ク
を

高
め
た
。
長
引
く
雇
用
危
機
は
、
若

年
失
業
者
や
長
期
失
業
者
の
増
大
と

い
っ
た
構
造
的
課
題
を
悪
化
さ
せ
て

い
る
。

　

二
〇
一
〇
年
以
降
、
Ｇ
二
〇
諸
国

全
体
で
雇
用
は
平
均
一
・
五
％
増
加

し
た
。
こ
れ
は
、
経
済
活
動
人
口
と

同
じ
増
加
率
で
あ
る
。
労
働
力
参
加

率
は
平
均
〇
・
一
％
増
加
し
た
。
Ｇ

二
〇
諸
国
の
う
ち
一
一
カ
国
で
は
、

過
去
一
二
カ
月
間
の
労
働
力
参
加
率

が
横
ば
い
な
い
し
は
減
少
を
示
し
た
。

労
働
市
場
の
実
績
は
、
国
に
よ
っ
て

大
き
な
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
四
半
期

デ
ー
タ
が
入
手
可
能
な
一
七
カ
国
中

五
カ
国
で
は
過
去
一
年
間
に
雇
用
が

二
％
以
上
増
加
し
た
の
に
対
し
、
他

の
五
カ
国
の
雇
用
増
加
は
〇
・
六
％

未
満
で
あ
っ
た
。
同
じ
期
間
中
、
失

業
率
は
Ｇ
二
〇
諸
国
の
大
部
分
で
低

下
し
た
が
、
Ｇ
二
〇
の
欧
州
諸
国
の

大
半
で
は
上
昇
し
た
（
表
）。

　

二
〇
一
一
年
第
４
四
半
期
に
、
一

年
以
上
の
失
業
者
が
全
失
業
者
の
三

分
の
一
以
上
を
占
め
た
国
は
、
南
ア

フ
リ
カ
（
六
七
・
九
％
）、
イ
タ
リ

ア
（
五
一
・
二
％
）、ド
イ
ツ
（
四
七
・

二
％
）、
日
本
（
四
四
・
二
％
）、
ス

ペ
イ
ン
（
四
三
・
二
％
）、
フ
ラ
ン

ス
（
四
一
・
三
％
）、
で
あ
っ
た
。

Ｇ
二
〇
諸
国
の
中
で
、
長
期
失
業
率

の
増
加
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
の

は
、
日
本
、
南
ア
フ
リ
カ
、
ス
ペ
イ

ン
、
イ
ギ
リ
ス

お
よ
び
ア
メ
リ

カ
で
あ
っ
た
。

長
期
失
業
の
大

幅
な
増
加
は
、

多
く
の
労
働
者

が
構
造
的
な
失

業
者
と
な
る
リ

ス
ク
を
増
大
さ

せ
る
。
長
期
失

業
は
、
貧
困
、

健
康
問
題
や
子

ど
も
の
学
業
失

敗
な
ど
の
社
会

的
影
響
を
及
ぼ

す
。

　

Ｇ
二
〇
諸
国

の
多
く
は
、
今

後
数
年
間
に
、

労
働
力
の
増
加

に
対
応
す
る
と

と
も
に
、
経
済

危
機
の
結
果
生

じ
た
持
続
的
な

雇
用
ギ
ャ
ッ
プ

（
雇
用
の
対
人

口
比
率
を
経
済

危
機
前
の
水
準

に
回
復
さ
せ
る

た
め
に
必
要
な

追
加
的
な
雇
用
量
）
を
埋
め
合
わ
せ

る
た
め
に
十
分
な
雇
用
を
創
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
雇
用
ギ
ャ
ッ
プ

は
、
南
ア
フ
リ
カ
、ス
ペ
イ
ン
、ア
メ

リ
カ
で
と
く
に
大
き
い
。
ア
メ
リ
カ

だ
け
で
、
雇
用
率
が
経
済
危
機
以
前

の
水
準
に
戻
っ
て
い
な
い
一
一
カ
国

合
計
で
二
一
三
〇
万
人
と
推
計
さ
れ

る
全
雇
用
ギ
ャ
ッ
プ
の
半
分
以
上
を

占
め
る
。

労
働
市
場
の
二
元
性
拡
大
を
懸
念

　

労
働
市
場
の
成
果
は
、
性
別
や
年

齢
に
よ
っ
て
著
し
い
差
異
が
あ
る
。

壮
年
期
男
性
（
二
五
～
五
四
歳
）
の

労
働
力
参
加
率
は
、
南
ア
フ
リ
カ
を

表　最近の労働市場の変化（１年前からの変化）

国名 最新値1
失業率 労働力参加率 就業者数 失業者数 経済活動人口

最新値 変化率
(%P) 最新値 変化率

(%P)
最新値
(千人）

変化率
(%)

最新値
(千人）

変化率
(%)

最新値
(千人）

変化率
(%)

アルゼンチン2 2011年Q4 6.7 -0.5 46.1 0.3 10,822 2.2 783 -6.0 11,605 1.6
オーストラリア 2012年3月 5.2 0.2 65.4 -0.4 11,491 0.3 629 5.6 12,120 0.6
ブラジル2 2012年3月 6.2 -0.3 57.2 0.2 22,646 1.6 1,500 -2.5 24,147 1.4
カナダ 2012年3月 7.2 -0.4 66.6 -0.3 17,437 1.1 1,356 -4.8 18,793 0.7
EU 2012年3月/2011年Q4 10.2 0.8 57.6 0.2 217,190 0.1 24,772 9.4 240,992 0.6
フランス 2012年3月/2011年Q4 10.0 0.4 56.5 0.0 25,703 0.3 2,940 5.5 28,449 0.5
ドイツ 2012年3月/2011年Q4 5.6 -0.6 60.4 0.8 40,242 2.9 2,382 -7.9 42,532 1.7
インドネシア 2011年Q3 6.6 -0.6 68.3 0.6 109,670 1.4 7,700 -7.4 117,370 0.7
イタリア 2012年3月/2011年Q4 9.8 1.7 47.9 0.1 22,948 0.7 2,506 23.4 24,848 0.8
日本3 2012年3月 4.5 -0.2 59.2 -0.2 62,710 0.3 2,970 -3.9 65,670 0.1
韓国 2012年3月 3.4 -0.5 61.5 0.0 24,585 1.8 878 -12.0 25,463 1.3
メキシコ 2012年3月/2011年Q4 5.1 0.0 59.5 1.8 47,836 5.5 2,437 -4.0 50,273 5.0
ロシア連邦 2012年3月/2011年Q4 5.9 -0.6 69.1 0.6 70,885 1.1 4,877 -8.5 75,784 0.5
南アフリカ 2011年Q4 23.9 0.0 54.3 0.7 13,497 2.8 4,244 2.6 17,741 2.7
スペイン 2012年3月/2011年Q4 24.1 3.3 59.3 0.0 17,808 -3.3 5,540 15.6 23,081 -0.1
トルコ 2011年12月/2011年Q4 8.3 -1.4 48.9 1.0 24,267 6.2 2,191 -12.1 26,406 4.3
イギリス 2012年1月/2011年Q4 8.2 0.4 62.5 0.0 29,113 0.0 2,588 5.9 31,709 0.6
アメリカ 2012年3月 8.2 -0.7 63.8 -0.4 142,034 1.6 12,673 -7.0 154,707 0.9
中国4 2010年 4.1 -0.2 70.1 -1.2 761,050 0.4 9,080 -1.4 783,880 1.1
インド5 2009 ～ 2010年 3.6 -0.6 38.4 -0.6 434,200 1.8 16,100 -13.9 450,400 1.1
サウジアラビア 2009年 5.4 0.2 49.9 -0.3 8,148 1.6 463 5.8 8,611 1.8

1 フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、トルコ、イギリスについて、失業率は欧州統計局が発表する毎月の短期指標による調整失業
率（欧州統計局の労働力調査及び登録失業者数に基づく推計）、その他は欧州連合の四半期の労働力調査（EULFS）に基づく指標。インド
ネシアについて、労働力参加率のみ、2010年第3四半期の数値。メキシコについて、失業率はENOE（Encuesta National de 
Ocupacion y Empleo)の毎月の結果、その他の指標はENOEの四半期の結果に基づく数値。ロシア連邦について、失業率（季節調整済）
を除き、四半期の数値。

2 選択された都市部
3 岩手、宮城、福島の3県を含む日本全体の結果は、2011年9月の数値から有効。東日本大震災の被害のため調査が実施できなかった沿

岸部のいくつかの地域がある。2011年3月から8月までの日本全体の数値はなく、同期間は被災3県を除く数値を記載。
4 失業の数値は、都市部の登録失業者のみ。労働力参加率は、 2011年統計年鑑（経済活動人口及び15歳以上人口）に基づく推計。
5 全人口の週間活動状況に基づく推計人数/人日（100万人）。増加率は、2004 ～ 05年及び2009 ～ 10年の年平均変化。
資料出所： ILO Short-term Indicators of the Labour Market Database; OECD Main Economic Indicators Database and national labour 

force surveys.
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除
く
す
べ
て
の
Ｇ
二
〇
諸
国
で
九

〇
％
以
上
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん

ど
差
が
な
い
。
他
方
、
女
性
、
若
年

者
お
よ
び
高
齢
労
働
者
の
労
働
力
参

加
率
は
、
壮
年
男
性
よ
り
は
る
か
に

低
く
、
Ｇ
二
〇
諸
国
間
で
顕
著
な
差

異
が
あ
る
。

　

Ｇ
二
〇
諸
国
の
大
半
に
と
っ
て
、

若
年
者
、
女
性
お
よ
び
移
住
者
を
労

働
市
場
に
統
合
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
急
速
な

技
術
の
変
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴

い
、
高
度
人
材
の
採
用
に
目
を
向
け

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
進
国
を

中
心
に
、
低
技
能
労
働
者
の
労
働
市

場
の
見
通
し
を
改
善
す
る
こ
と
が
も

う
一
つ
の
優
先
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
多
く
の
国
で
は
、
高
齢
労
働

者
の
労
働
市
場
か
ら
の
引
退
年
齢
に

低
下
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向

を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
が
、
急
速
な
高

齢
化
に
対
応
す
る
た
め
の
重
要
な
政

策
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

　

低
技
能
労
働
者
や
高
齢
労
働
者
に

と
っ
て
よ
り
包
括
的
な
労
働
市
場
を

創
出
す
る
た
め
に
は
、
労
働
需
要
を

増
加
さ
せ
、
労
働
市
場
へ
の
参
入
障

壁
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
。
同
時

に
、
雇
用
の
質
の
改
善
も
重
要
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
の
質
の
問

題
は
、
賃
金
格
差
の
拡
大
、
実
質
賃

金
上
昇
率
の
低
下
、
臨
時
雇
用
の
増

加
、
不
十
分
な
労
働
時
間
お
よ
び
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用
の
持
続
性
に
対

す
る
懸
念
か
ら
生
じ
て
い
る
。

　

デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
に
就
け
る

労
働
者
と
そ
う
で
な
い
労
働
者
と
の

間
で
、
労
働
市
場
に
お
け
る
二
元
性

が
拡
大
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
Ｇ
二

〇
諸
国
で
労
働
市
場
の
分
断
が
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
新
興

国
に
お
い
て
は
、
力
強
い
経
済
実
績

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
雇
用
が
か
な
り
の
規
模
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
新
興
国

の
政
策
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
お
い
て
、

フ
ォ
ー
マ
ル
雇
用
の
成
長
率
を
総
雇

用
の
成
長
率
よ
り
も
大
幅
に
引
き
上

げ
る
政
策
を
上
位
に
位
置
づ
け
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
企
業
の
生
産
性
と
労
働
条
件
を

引
き
上
げ
る
た
め
の
政
策
を
実
施
す

べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
Ｇ
二
〇
先
進

国
で
は
、
労
働
力
の
か
な
り
の
割
合

（
一
〇
～
二
五
％
）
が
臨
時
契
約
で

雇
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
女
性

と
若
年
者
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
。

　

多
く
の
Ｇ
二
〇
諸
国
で
は
、
過
去

二
〇
年
間
に
所
得
格
差
が
拡
大
し
た
。

上
位
一
〇
％
の
高
所
得
労
働
者
の
収

入
は
、
下
位
一
〇
％
の
低
所
得
労
働

者
の
収
入
と
比
べ
て
増
加
し
、
賃
金

格
差
は
、
賃
金
分
布
の
下
半
分
よ
り

上
半
分
の
ほ
う
が
拡
大
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
技
術
変
化
に
よ
る
高

技
能
労
働
者
の
報
酬
の
高
騰
、
製
品

市
場
に
お
け
る
競
争
激
化
、
労
働
組

合
お
よ
び
団
体
交
渉
の
力
の
低
下
、

金
融
市
場
の
歪
み
、「
勝
者
独
り
占

め
」
の
文
化
の
普
及
―
―
な
ど
で
あ

る
。

　

こ
う
し
た
ト
レ
ン
ド
を
逆
転
さ
せ

る
た
め
に
は
、
必
要
な
部
分
に
基
礎

的
社
会
保
護
を
拡
大
し
、
裕
福
な
者

が
公
平
な
割
合
の
税
金
を
支
払
う
よ

う
保
証
す
る
財
政
・
租
税
政
策
、
良

質
な
雇
用
を
よ
り
多
く
創
出
す
る
た

め
の
政
策
や
規
制
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
。

失
業
よ
り
重
大
な
若
者
の
ニ
ー
ト
問
題

　

す
べ
て
の
Ｇ
二
〇
諸
国
で
、
若
年

者
（
一
五
ま
た
は
一
六
～
二
四
歳
）

の
失
業
率
は
、成
年（
二
五
歳
以
上
）

の
失
業
率
を
上
回
っ
て
い
る
。
若
年

者
が
失
業
す
る
確
率
は
、
成
年
に
比

べ
て
二
～
三
倍
も
高
い
。
若
年
者
の

失
業
率
が
高
い
理
由
は
、
①
初
め
て

労
働
市
場
に
参
入
す
る
若
年
者
は
、

労
働
市
場
で
の
経
験
が
な
い
た
め
、

迅
速
に
職
を
見
つ
け
る
能
力
が
乏
し

い
こ
と
、
②
若
年
者
は
、
自
分
の
能

力
と
希
望
の
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
を
見
つ

け
る
過
程
で
成
年
者
よ
り
頻
繁
に
転

職
す
る
傾
向
が
あ
り
、
転
職
は
失
業

期
間
を
間
に
挟
む
こ
と
が
多
い
こ
と
、

③
若
年
者
は
、
短
期
の
不
安
定
な
職

（
臨
時
雇
用
や
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
雇

用
）
に
就
く
こ
と
が
多
く
、
景
気
後

退
期
に
真
っ
先
に
失
業
し
、
景
気
拡

大
期
に
最
後
に
採
用
さ
れ
る
こ
と 

―
―
な
ど
で
あ
る
。

　

就
業
、就
学
、職
業
訓
練
の
い
ず
れ

も
し
て
い
な
い
若
年
者
（
い
わ
ゆ
る

ニ
ー
ト
）
の
不
活
動
は
失
業
よ
り
も

大
き
な
問
題
で
あ
り
、
ニ
ー
ト
は
社

会
的
・
経
済
的
排
除
の
リ
ス
ク
に
瀕

し
て
い
る
。
Ｇ
二
〇
諸
国
の
い
く
つ

か
で
は
、
ニ
ー
ト
の
若
年
者
の
か
な

り
の
割
合
が
失
業
者
と
な
っ
て
い
る
。

　

若
年
者
は
、
壮
年
者
に
比
べ
て
失

業
し
や
す
い
だ
け
で
な
く
、
労
働
市

場
の
安
定
性
、
社
会
的
保
護
、
職
業

訓
練
や
キ
ャ
リ
ア
向
上
の
機
会
に
恵

ま
れ
な
い
仕
事
に
就
く
可
能
性
が
高

い
。
労
働
市
場
へ
の
新
規
参
入
者
で

あ
る
た
め
、
臨
時
雇
用
や
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
に
組
み
入
れ
ら
れ

る
可
能
性
も
高
い
。

　

一
部
の
諸
国
で
は
、
児
童
労
働
が

依
然
と
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
児
童
の
健
康
と
教
育
投
資
に

悪
影
響
を
与
え
、
勤
労
生
活
を
通
じ

て
雇
用
の
質
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
。技

能
開
発
・
若
年
雇
用
・
雇
用
創

出
に
政
策
集
中

　

Ｇ
二
〇
諸
国
は
、
二
〇
一
〇
年
か

ら
二
〇
一
三
年
初
め
ま
で
の
期
間
、

技
能
開
発
、
若
年
者
雇
用
お
よ
び
雇

用
創
出
の
三
つ
の
分
野
に
政
策
を
集

中
さ
せ
て
い
る
。
共
通
の
目
的
は
、

徒
弟
制
度
や
デ
ュ
ア
ル
・
シ
ス
テ
ム

を
通
じ
て
、
労
働
市
場
に
よ
り
関
連

す
る
技
術
を
修
得
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
雇
用
創
出
対
策
は
、
中
小
企
業

支
援
、
雇
用
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
起
業
家

育
成
や
イ
ン
フ
ラ
投
資
に
焦
点
を
当

て
て
い
る
。

　

イ
ン
フ
ラ
投
資
の
拡
大
は
、
中
長

期
的
な
経
済
成
長
を
誘
発
さ
せ
る
と

と
も
に
、
短
期
的
な
雇
用
を
創
出
す

る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
日
本
、

南
ア
フ
リ
カ
は
顕
著
な
財
源
を
イ
ン

フ
ラ
投
資
に
振
り
向
け
た
。

　

最
低
賃
金
の
水
準
と
適
用
範
囲
の

拡
大
は
、
国
内
需
要
を
喚
起
す
る
。

中
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
含
む
い
く
つ
か
の
Ｇ
二
〇
諸
国
は
、

働
く
貧
困
層
の
た
め
に
最
低
賃
金
を

引
き
上
げ
た
。
団
体
交
渉
の
強
化
を

含
む
賃
金
決
定
方
式
の
改
善
は
、
賃

金
と
生
産
性
の
向
上
を
よ
り
良
く
調

整
し
、
不
平
等
を
是
正
す
る
。

　

家
計
の
回
復
力
を
改
善
す
る
社
会

保
護
制
度
の
適
用
拡
大
は
、
貧
困
を

減
ら
し
、
社
会
的
包
摂
を
促
進
す
る
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
、
子
ど
も
手
当
お

よ
び
出
産
医
療
給
付
の
適
用
を
拡
大

し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
は
、
現
金
移
転
、

雇
用
機
会
と
貧
困
層
向
け
公
共
サ
ー

ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
た
政
策
を
実
施

し
た
。
イ
ン
ド
は
、
追
加
的
な
出
産

サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

栄
養
・
医
療
ケ
ア
を
八
七
〇
万
人
の

女
性
に
拡
大
し
た
。
ロ
シ
ア
は
、
高

齢
者
向
け
支
援
を
拡
大
し
た
。
南
ア

フ
リ
カ
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、

子
ど
も
向
け
給
付
を
拡
大
し
た
。

　

公
的
雇
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
多
く

の
国
々
に
お
い
て
、
家
計
収
入
の
増

大
と
貧
困
の
削
減
に
大
き
く
貢
献
し

た
。
イ
ン
ド
は
、
雇
用
保
証
計
画
に

基
づ
き
、
田
舎
に
住
む
四
〇
〇
〇
万

の
家
計
に
雇
用
を
提
供
し
た
。

　

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン

ス
、
ア
メ
リ
カ
は
、
女
性
、
長
期
失

業
者
な
ど
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
に
対

象
を
絞
っ
た
雇
用
助
成
金
を
提
供
し

た
。
ア
メ
リ
カ
は
障
害
を
持
つ
退
役

軍
人
を
雇
っ
た
事
業
主
に
対
す
る
税

額
控
除
を
導
入
し
た
。

（
国
際
研
究
部
）


